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審査意見への対応を記載した書類（６月） 

 

（目次）生命科学部 医療技術学科 

【設置の趣旨・目的等】 

１．養成する人材像、３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、

アドミッション・ポリシーをいう。以下同じ。）について、以下の点を明確にするととも

に、必要に応じて適切に改めること。 

 

（１）本学科の養成する人材像について「生命科学の基礎を学び・・・実践的な学問として

臨床検査学あるいは臨床工学を体系的に学ぶことで、EBM（Evidence-Based Medicine:根

拠に基づく医療）を理解し実践する力を培い、・・・医療人としての誇りを醸成し卒業後

も研鑽を重ねて生涯学び続けることができる人材の養成」と説明している。しかしながら、

例えば、「実践的な学問として臨床検査学あるいは臨床工学を体系的に学ぶ」こと、「EBM

（Evidence-Based Medicine:根拠に基づく医療）を理解し実践する力を培」うこと、及び

「卒業後も研鑽を重ねて生涯学び続けることができる」ことに対応するディプロマ・ポリ

シーが判然とせず、本学科の養成する人材像に整合した適切なディプロマ・ポリシーが設

定されているのか疑義がある。このため、本学科の養成する人材像との整合性を担保した

上で、適切なディプロマ・ポリシーが設定されていることを明確に説明するとともに、適

切に改めること。（是正事項）・・・・・・・・５ 

 

（２）審査意見１（１）のとおり、ディプロマ・ポリシーの妥当性に疑義があるため、カリ

キュラム・ポリシーの妥当性も判断できないが、「設置の趣旨等を記載した書類（資料）」

の資料１において示されたディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーの相関につい

て、各ディプロマ・ポリシーのそれぞれの項目に対して、各カリキュラム・ポリシーのど

の項目が対応しているのか判然とせず、ディプロマ・ポリシーに整合した適切なカリキュ

ラム・ポリシーが設定されているとは判断できない。このため、関連する意見への対応を

踏まえ、ディプロマ・ポリシーとの整合性を担保した上で、適切なカリキュラム・ポリシ

ーが設定されていることを明確に説明するとともに、適切に改めること。（是正事項） ・・

９ 

 

（３） 審査意見１（２）のとおり、カリキュラム・ポリシーの妥当性が判断できないため、

アドミッション・ポリシーの妥当性も判断できないが、例えば「学んできてほしいこと」

として「興味ある分野に関連する科目（生物学、化学、物理学など）のうち、いずれかの

科目を学修しておくこと」と説明していることから、ある程度理系科目の知識を求めてい

るように見受けられる。しかしながら、「学生の確保の見通し等を記載した書類（資料）」

のｐ.57「Ｑ＆Ａ」において、文系科目を学んでいる学生に対して「本学では高校の内容
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を復習するためのサポート体制が整っていますので、入学してから理系科目を基礎から

学ぶことができます」としていることから、必ずしも入学時に理系科目の学習を求めてい

るわけではないと見受けられることから、アドミッション・ポリシーと「興味ある分野に

関連する科目」  との関連が判然とせず、どのような入学者の受け入れを想定している

のか不明確である。このため、関連する意見への対応を踏まえ、ディプロマ・ポリシー及

びカリキュラム・ポリシーとの整合性を担保した上で、「高校の内容を復習するためのサ

ポート体制」との関係性と併せてどのような入学者を受け入れるのかを明確にしつつ、ア

ドミッション・ポリシーを適切に改めること。（是正事項）・・・・・・・・15 

 

【教育課程等】 

２．審査意見１のとおり、カリキュラム・ポリシーの妥当性が判断できないため、教育課程

全体の妥当性も判断できない。このため、審査意見１への対応や以下に例示する点を踏ま

えて、本学科の教育課程が適切なディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに基

づき、修得すべき知識や能力等に係る教育が網羅され、体系性が担保された上で、適切に

編成されていることを明確に説明するとともに、必要に応じて適切に改めること。 

 

（１）「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」の p.10 「Ⅱ．学科の特色」において、「医療

技術学科では・・・生命科学・理学・工学を基盤とした基礎力を形成する」と説明してい

るが、例えば、臨床検査学コースの専門科目には「工学」に関する科目が少なく、また、

両コースともに卒業要件上必修に位置づけられる「工学」関係科目がないことから、「工

学」を基盤とした基礎力を形成できるのか判然としないなど、「生命科学・理学・工学を

基盤とした基礎力を形成する」ことが可能な教育課程が適切に編成されているのか疑義

がある。このため、どのように「生命科学・理学・工学を基盤とした基礎力を形成する」

のかについて、コースごとに明確かつ具体的に説明すること。（是正事項）・・・・・・19 

 

（２）「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」の p.18 「③コース選択の時期と履修指導」に

おいて、「４年次は、特別研究に加えて病院実習（臨地実習・臨床実習）を通じて・・・

指導する」と説明しているものの、「設置の趣旨等を記載した書類（資料）」の資料３－１

「臨床検査学コースカリキュラムツリー」では、「臨地実習Ⅰ」が３年次の履修になって

おり、説明に不整合が生じているため、履修指導が適切になされるのか判然としない。  

また、「病院実習（臨地実習・臨床実習）」については、国家資格の取得に影響する科目で

あり、「学生の確保の見通し等を記載した書類（本文）」の p.７において本学科は「医療

系資格の取得を目指す学科に特化した」と説明していることから、学生確保にも関わる重

要な要素であると見受けられる。しかしながら、「設置の趣旨等を記載した書類（資料）」

の資料４「履修モデル」では、両コースともに「病院実習（臨地実習・臨床実習）」が含

まれていないため、資格取得に「特化」した学科であるという説明との関連も含め履修指
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導における当該実習科目の位置づけが判然としない。このため、関連する意見への対応を

踏まえ、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに基づき当該実習科目の位置

づけを明確にしつつ、履修指導が適切になされる計画であることを明確に説明すること。

特に、資格取得に「特化」したことは学生確保の観点からも本学科の重要な特色であると

見受けられることから、学生に誤解を与えることがないよう、どのように「特化」したの

か、教育課程の編成、履修指導等の観点から具体的に説明すること。（是正事項）・・・21 

 

（３）本学科に設ける２つのコースの履修人数について、それぞれ何名を想定しているのか

説明がないことから、コースの規模を踏まえた適切な教育環境が整備されているのか判

然としない。また、「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」の p.18 「③コース選択の時期

と履修指導」において、「医療技術学科は入学時より臨床検査学コースと臨床工学コース

に分かれスタートする学生と入学時にはコースを未選択で入学後１年次前期の内にどち

らのコースを希望するかを決めて、１年次後期からコースに所属して学修する学生で構

成する」と説明しているが、どのように適切なコース人数の管理を行うのか説明がなく、

コースへの振り分け方法も判然としない。加えて、同書類の p.28 において、臨床工学コ

ースの実習先の確保状況として「医療技術学科の受け入れ先として７施設（学生 32 名）

を確保した」と説明しているが、本学科の入学定員は 70 名であることから、十分な実習

先が確保されているのか判然としない。このため、コースごとの学生規模に応じた適切な

教員体制、施設・設備が整備されているのか判断できないことから、コースごとに想定し

ている履修人数及び管理方法（コースの振り分け方法を含む）について明確にするととも

に、実習先の確保を含めた教育環境が適切に整備されていることを明確に説明すること。

（是正事項）・・・・・・・・33 

 

（４）「特別研究」について、「特別研究Ⅰ」（必修）を履修した後、「特別研究Ⅱa」（選択必

修）又は「特別研究Ⅱb」（選択必修）に分かれて履修する計画であるように見受けられる

ものの、両選択必修科目の「シラバス」において、授業目的、達成目標、授業内容に差異

が見受けられず、科目設定の趣旨が判然としない。このため、「特別研究」の科目設定の

趣旨を明確に説明するとともに、学生に対しても違いが明確になるよう、シラバスを適切

に改めること。（是正事項）・・・・・・・・36 

 

【入学者選抜】 

３．審査意見１（３）のとおり、アドミッション・ポリシーが判然としないため、選抜方法

の妥当性も判断できないが、例えば「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」の p.18 「③

コース選択の時期と履修指導」において、「医療技術学科は入学時より臨床検査学コース

と臨床工学コースに分かれスタートする学生と入学時にはコースを未選択で入学後１年

次前期の内にどちらのコースを希望するかを決めて、１年次後期からコースに所属して
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学修する学生で構成する」と説明しているように、入学時には希望するコースを決めてい

る学生とそうではない学生が混在しているものと見受けられる。しかしながら、一般選抜

では「志望分野を学ぶ上で必要な知識・技能、思考力・判断力・表現力を評価する」とさ

れているなど、志望分野を選択していることが前提であるかのような評価基準が示され

ており、志望分野の希望有無を踏まえてどのように公平・公正に評価・判定するのか判然

としないことから、適切な選抜方法が設定されているか疑義がある。このため、関連する

意見への対応を踏まえ、本学科のコース選択の時期の考え方との関係性を明らかにしつ

つ、アドミッション・ポリシーに基づいた適切な選抜方法であることを明確に説明すると

ともに、必要に応じて適切に改めること。（是正事項）・・・・・・・・39 

 

【教育研究実施組織】 

４．教員資格審査において、「不可」や「保留」、「適格な職位・区分であれば可」となった

授業科目について、当該授業科目を担当する教員を基幹教員以外の教員で補充する場合

には、主要授業科目は原則として基幹教員が担当することとなっていることを踏まえ、当

該授業科目の教育課程における位置付け等を明確にした上で、当該教員を後任として補

充することの妥当性について説明すること。（是正事項）・・・・・・・・48 

 

【学生確保の見通し・人材需要の社会的動向】 

５．「学生の確保の見通し等を記載した書類（本文）」の p.14 において、川崎医療福祉大学

及び倉敷芸術科学大学を競合校として選定した理由として「国家試験合格率も隣接」して

いる点を挙げているが、表 18によれば本学科改組前の「理学部臨床生命科学科」の国家

試験合格率は「82.6％」であり、川崎医療福祉大学の「88.9％」及び倉敷芸術科学大学の

「91.1％」と比較すると、臨床検査技師の合格率は隣接ではなく低い状況と見受けられる。

このような状況の中、同書類 p.７では、本学科の特色として「医療系資格の取得を目指

す学科に特化した」ことを挙げ、改組前の「理学部臨床生命科学科」の定員未充足の要因

の一つであった「臨床検査技師資格取得を目指すことに特化したことを伝えきれていな

いという原因分析に対しても、今回の改組は改善を見込む」と説明している。しかしなが

ら、審査意見２（２）のとおり、どのように「特化」する計画なのか判然としないことか

ら、学生確保の見通しに係る分析の妥当性について疑義がある。このため、審査意見２（２）

への対応を踏まえ、学生確保の見通しという観点から、「今回の改組は改善を見込む」こ

とができることを、具体的に説明すること。（是正事項）・・・・・・・・50 
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（是正事項）生命科学部 医療技術学科 

 

 

（対応） 

 ディプロマ・ポリシーを設定する上で、養成する人材像において 「生命科学の基礎を学び、

生物学と化学・物理学を基盤とした」という表現が分かりにくく、ディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシーの整合性が担保しづらい原因のひとつとなっていた。 

 これを解消するため、養成する人材像の 「生命科学の基礎を学び、生物学と化学・物理学

を基盤とした」から 「生命科学の基礎を学び、生物学と化学あるいは生物学と物理学を基盤

とした」に改め、養成する人材像を「医療技術学科は、生命科学の基礎を学び、生物学と化

学あるいは生物学と物理学を基盤とした確かな学問的能力を形成し、実践的な学問として

臨床検査学あるいは臨床工学を体系的に学ぶことで、EBM（Evidence-Based Medicine:根拠

に基づく医療）を理解し実践する力を培い、さらに自主的学修を習慣として身につけること

で、医療人としての誇りを醸成し卒業後も研鑽を重ねて生涯学び続けることができる人材」

とする。 

 これを踏まえて、養成する人材像と整合するようにディプロマ・ポリシーを全体的に改め、

以下のとおりとする。 

Ａ．知識・理解 

● 医療技術者として必要な生命科学の基礎知識を身につけている。 

● 医療技術者が EBM（根拠に基づく医療）を理解するために必要な教養・国際的視野

を身につけている。 

１．養成する人材像、３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシ

ー、アドミッション・ポリシーをいう。以下同じ。）について、以下の点を明確にすると

ともに、必要に応じて適切に改めること。 

 

（１）本学科の養成する人材像について「生命科学の基礎を学び・・・実践的な学問と

して臨床検査学あるいは臨床工学を体系的に学ぶことで、EBM（Evidence-Based 

Medicine:根拠に基づく医療）を理解し実践する力を培い、・・・医療人としての誇りを

醸成し卒業後も研鑽を重ねて生涯学び続けることができる人材の養成」と説明している。

しかしながら、例えば、「実践的な学問として臨床検査学あるいは臨床工学を体系的に学

ぶ」こと、「EBM（Evidence-Based Medicine:根拠に基づく医療）を理解し実践する力を

培」うこと、及び「卒業後も研鑽を重ねて生涯学び続けることができる」ことに対応す

るディプロマ・ポリシーが判然とせず、本学科の養成する人材像に整合した適切なディ

プロマ・ポリシーが設定されているのか疑義がある。このため、本学科の養成する人材

像との整合性を担保した上で、適切なディプロマ・ポリシーが設定されていることを明

確に説明するとともに、適切に改めること。 
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● 生物学と化学を基盤とした臨床検査学あるいは生物学と物理学を基盤とした臨床

工学の知識を身につけている。 

 Ｂ．思考・判断・表現 

  ● EBM （根拠に基づく医療）を実践するために必要な情報を収集し、整理することがで

きる。 

  ● 個々の事例における状況を判断し、患者中心の医療に必要な医療技術を提案するこ

とができる。 

 Ｃ．関心・意欲・態度 

● 医療人に必要なサイエンスマインドと自主的学修の習慣を身につけている。 

● 医療人として社会に貢献する強い意欲を有する。 

● 医療人としての誇りと倫理観を身につけている。 

Ｄ．技能 

● 医療技術者として臨床現場で必要となる実践的な臨床検査学あるいは臨床工学の

技術を身につけ、獲得した技術を安全に実施することができる。 

● EBM （根拠に基づく医療）を実践する医療技術者として必要なコミュニケーション能

力を身につけている。 

 

 また、養成する人材像とディプロマ・ポリシーとの相関については以下のとおりであり、 

相関図【資料１】で示す。 

 養成する人材像の「生命科学の基礎を学び、生物学と化学あるいは生物学と物理学を基盤

とした確かな学問的能力を形成し、実践的な学問として臨床検査学あるいは臨床工学を体

系的に学ぶ」は、ディプロマ・ポリシーの 「 （Ａ）知識・理解」の基盤の上に 「 （Ｄ）技能」

を習得することに対応する。 

養成する人材像の「EBM（根拠に基づく医療）を理解し実践する力を培う」は、ディプロ

マ・ポリシーの「（Ａ）知識・理解」により EBM（根拠に基づく医療）の考え方を理解し、

「（Ｂ）思考・判断・表現」により EBM （根拠に基づく医療）を実践するために必要な情報を

収集 ・整理し、患者中心の医療に必要な医療技術を提案することで、 「（Ｄ）技能」の習得を

通して EBM（根拠に基づく医療）を実践する能力を身につけることに対応する。 

 養成する人材像の「自主的学修を習慣として身につけることで、医療人としての誇りを醸

成し卒業後も研鑽を重ねて生涯学び続けることができる」は、ディプロマ・ポリシーの「（Ｃ）

関心・意欲・態度」により医療人に必要なサイエンスマインドと自主的学習の習慣を身につ

けることで、医療人としての誇りと倫理観、そして社会に貢献する意欲を醸成することに対

応する。 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（７ページ） 

新 旧 

２．養成する人材像及び教育上の目的 

医療技術学科は、生命科学の基礎を学び、

生物学と化学あるいは生物学と物理学を基

盤とした確かな学問的能力を形成し、実践

的な学問として臨床検査学あるいは臨床工

学を体系的に学ぶことで、EBM（Evidence-

Based Medicine:根拠に基づく医療）を理解

し実践する力を培い、さらに自主的学修を

習慣として身につけることで、医療人とし

ての誇りを醸成し卒業後も研鑽を重ねて生

涯学び続けることができる人材の養成を目

的とする。 

２．養成する人材像及び教育上の目的 

医療技術学科は、生命科学の基礎を学び、

生物学と化学・物理学を基盤とした確かな

学問的能力を形成し、実践的な学問として

臨床検査学あるいは臨床工学を体系的に学

ぶことで、EBM （Evidence-Based Medicine:

根拠に基づく医療）を理解し実践する力を

培い、さらに自主的学修を習慣として身に

つけることで、医療人としての誇りを醸成

し卒業後も研鑽を重ねて生涯学び続けるこ

とができる人材の養成を目的とする。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（７ページ） 

新 旧 

３．３つのポリシー 

（１）ディプロマ・ポリシー 

養成する人材像に基づき、医療技術学科

では卒業認定・学位授与の方針（ディプロ

マ・ポリシー、以下「ＤＰ」）を以下のＡか

らＤの項目に分けて定める。 

Ａ．知識・理解 

● 医療技術者として必要な生命科学の

基礎知識を身につけている。 

● 医療技術者がEBM （根拠に基づく医療）

を理解するために必要な教養・国際的

視野を身につけている。 

● 生物学と化学を基盤とした臨床検査

学あるいは生物学と物理学を基盤と

した臨床工学の知識を身につけてい

る。 

３．３つのポリシー 

（１）ディプロマ・ポリシー 

養成する人材像に基づき、医療技術学科

では卒業認定・学位授与の方針（ディプロ

マ・ポリシー、以下「ＤＰ」）を以下のＡか

らＤの項目に分けて定める。 

Ａ．知識・理解 

● 医療技術者として社会に貢献するた

めの生命科学の基礎知識を身につけ

ている。 

● 社会での活躍や異文化理解のための

教養と基礎知識を身につけている。 

Ｂ．思考・判断・表現 

 ● EBM（根拠に基づく医療）を実践する

ために必要な情報を収集し、整理する

Ｂ．思考・判断・表現 

● 生命科学及び医療技術に関する情報

を収集し、整理することができる。 



 

審査意見（６月）（本文）-8 

ことができる。 

 ● 個々の事例における状況を判断し、患

者中心の医療に必要な医療技術を提

案することができる。 

● 生命科学及び医療技術に関する問題

を見つけ、その解決策を提案すること

ができる。 

 

Ｃ．関心・意欲・態度 

● 医療人に必要なサイエンスマインド

と自主的学修の習慣を身につけてい

る。 

● 医療人として社会に貢献する強い意

欲を有する。 

● 医療人としての誇りと倫理観を身に

つけている。 

Ｃ．関心・意欲・態度 

● 生命科学及び医療技術に関心を持ち、

社会に貢献するための主体性や協調

性を身につけている。 

● 国際的な視野や医療技術者としての

倫理観を身につけている。 

Ｄ．技能 

● 医療技術者として臨床現場で必要と

なる実践的な臨床検査学あるいは臨

床工学の技術を身につけ、獲得した技

術を安全に実施することができる。 

● EBM（根拠に基づく医療）を実践する

医療技術者として必要なコミュニケ

ーション能力を身につけている。 

Ｄ．技能 

● 生命科学及び医療技術に関連する課

題に取り組み、結果や考察を論理的に

記述することができる。 

● 医療技術者として他者とのコミュニ

ケーションを円滑にはかるために、自

分の考えを分かりやすく伝えること

ができる。 

養成する人材像とディプロマ・ポリシー

との相関を【資料１】に図示する。 
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（是正事項）生命科学部 医療技術学科 

 

 

（対応） 

 審査意見１（１）において、養成する人材像と整合するようにディプロマ・ポリシーを全

体的に改め、さらにディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーの相関が明確になるよ

うに、カリキュラム・ポリシーを全体的に以下のとおり改め、相関図【資料２】で示す。 

  

ディプロマ・ポリシーの「 （Ａ）知識・理解」は、養成する人材像の「生命科学の基礎を

学び、生物学と化学あるいは生物学と物理学を基盤とした確かな学問的能力を形成し、実践

的な学問として臨床検査学あるいは臨床工学を体系的に学ぶ」ことを目的としているため、

カリキュラム・ポリシーの以下の部分と関与している。 

● EBM（根拠に基づく医療）の理解に必要な教養・国際的視野を習得させるため、基盤教

育科目を配置する。 

● 生命科学の基礎的知識を習得させるため、学部共通科目と共通専門科目を配置する。 

● 生物学と化学を基盤とした臨床検査学あるいは生物学と物理学を基盤とした臨床工

学の知識を習得させるため、学部共通科目と臨床検査学・臨床工学を横断的に学べる

共通専門科目を配置する。 

● 臨床検査学コースでは基礎医学全般を幅広く学び、臨床工学コースでは基礎医学と電

気工学・医用工学を併行して学ぶことが可能なコース専門科目を配置する。 

 

 ディプロマ・ポリシーの「Ｂ．思考・判断・表現」は、養成する人材像の「EBM（根拠に

基づく医療）を理解し実践する力を培う」ことを目的としているため、カリキュラム・ポリ

シーの以下の部分と関与している。 

● EBM（根拠に基づく医療）を実践するために必要な情報を収集し、整理する能力を習得

させるため、３年次に特別研究関連科目の医科学研究論・ゼミナール、４年次に特別

研究を配置する。 

（２）審査意見１（１）のとおり、ディプロマ・ポリシーの妥当性に疑義があるため、

カリキュラム・ポリシーの妥当性も判断できないが、「設置の趣旨等を記載した書類（資

料）」の資料１において示されたディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーの相関

について、各ディプロマ・ポリシーのそれぞれの項目に対して、各カリキュラム・ポリ

シーのどの項目が対応しているのか判然とせず、ディプロマ・ポリシーに整合した適切

なカリキュラム・ポリシーが設定されているとは判断できない。このため、関連する意

見への対応を踏まえ、ディプロマ・ポリシーとの整合性を担保した上で、適切なカリキ

ュラム・ポリシーが設定されていることを明確に説明するとともに、適切に改めること。 
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● 臨床現場において個々の事例における状況を判断し、患者中心の医療に必要な医療技

術を提案することができる能力を習得させるため、共通専門科目とコース専門科目

（講義）を配置する。 

 

 ディプロマ・ポリシーの 「Ｃ．関心・意欲・態度」は、養成する人材像の「自主的学修を

習慣として身につけることで、医療人としての誇りを醸成し卒業後も研鑽を重ねて生涯学

び続けることができる」ことを目的としているため、カリキュラム・ポリシーの以下の部分

と関与している。 

● 医療人に必要なサイエンスマインドと自主的学修の習慣を習得させるため、３年次に

特別研究関連科目の医科学研究論・ゼミナール、４年次に特別研究を配置する。 

● 医療人として社会に貢献する強い意欲を醸成するため、共通専門科目に医学概論と臨

床医学総論を配置する。 

● 医療人としての誇りと倫理観を習得させるため、３・４年次に臨地実習・臨床実習を

配置する。 

 

ディプロマ・ポリシーの 「Ｄ．技能」は、養成する人材像の「実践的な学問として臨床検

査学あるいは臨床工学を体系的に学ぶ」ことを目的としているため、カリキュラム・ポリシ

ーの以下の部分と関与している。 

● 医療技術者として臨床現場で必要となる各コースにおける専門的な技術を習得させ

るため、コース専門科目（実験・実習・演習）を配置する。 

● EBM（根拠に基づく医療）を実践する医療技術者として必要なコミュニケーション能

力を習得するため、３・４年次に臨地実習・臨床実習を配置する。 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（８ページ） 

新 旧 

（２）カリキュラム・ポリシー 

ＤＰに基づき、医療技術学科の教育課程

編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシ

ー、以下「ＣＰ」）を次のように定める。 

教育課程を基盤教育科目と専門教育科目

を２本の柱として編成する。 

基盤教育科目では、「人として生きていく

うえで大切とされる人間性」の涵養、並び

に「専門教育を効果的に学び・活かすため

のラーニング・スキル」及び「社会で活躍す

るための基盤となる汎用能力」の育成を目

的とし、これらの目的を『こころ豊かに生

きる』『知性を磨く』『技能を活かす』という

３つの成長の観点から教育プログラムとし

て展開するため、「ライフ・キャリアデザイ

ン系」「人間・社会科学系」「科学技術系」「外

国語系（英語科目・初修外国語科目・日本語

科目（留学生用科目））」「ブランド系（IB 教

員養成プログラム、ワインプロジェクトプ

ログラム、科学ボランティアリーダー養成

プログラム、リーダー養成プログラム、マ

ナーマイスタープログラム）」の系列ごとに

科目を配置する。 

専門教育科目では、生命科学を基盤に臨

床検査学あるいは臨床工学を熟知した人材

を養成するために必要な科目を配置する。 

 

（２）カリキュラム・ポリシー 

ＤＰに基づき、医療技術学科の教育課程

編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシ

ー、以下「ＣＰ」）を次のように定める。 

教育課程を基盤教育科目と専門教育科目

を２本の柱として編成する。 

基盤教育科目では、「人として生きていく

うえで大切とされる人間性」の涵養、並び

に「専門教育を効果的に学び・活かすため

のラーニング・スキル」及び「社会で活躍す

るための基盤となる汎用能力」の育成を目

的とし、これらの目的を『こころ豊かに生

きる』『知性を磨く』『技能を活かす』という

３つの成長の観点から教育プログラムとし

て展開するため、「ライフ・キャリアデザイ

ン系」「人間・社会科学系」「科学技術系」「外

国語系（英語科目・初修外国語科目・日本語

科目（留学生用科目））」「ブランド系（IB 教

員養成プログラム、ワインプロジェクトプ

ログラム、科学ボランティアリーダー養成

プログラム、リーダー養成プログラム、マ

ナーマイスタープログラム）」の系列ごとに

基盤教育科目を配置する。 

専門教育科目では、生命科学を基盤に臨

床検査学あるいは臨床工学を熟知した人材

を養成するため、スライド、プリント、ビデ

オ教材などを用いた講義に加え演習 ・実験 ・

実習等の教育を行い、学修成果の指標に基

づいて総合的に評価する。 

EBM （根拠に基づく医療）の理解に必要な

教養・国際的視野を習得させるため、基盤

教育科目を配置する。（ＤＰのＡに関与） 

生命科学の基礎的知識を習得させるた

め、学部共通科目と共通専門科目を配置す

る。（ＤＰのＡに関与） 

生物学と化学を基盤とした臨床検査学あ

るいは生物学と物理学を基盤とした臨床工

学の知識を習得させるため、学部共通科目

と臨床検査学・臨床工学を横断的に学べる

共通専門科目を配置する。（ＤＰのＡに関

与） 

臨床検査学コースでは基礎医学全般を幅

広く学び、臨床工学コースでは基礎医学と

電気工学・医用工学を併行して学ぶことが

可能なコース専門科目を配置する。 （ＤＰの

１・２年次では、教養を身につけ、生命科

学分野の全般的、基礎的な知識と技能を習

得させるため、基盤教育科目及び学部共通

科目と専門分野に関わる共通専門科目を配

置する。また臨床検査学コースでは基礎医

学全般を幅広く学び、臨床工学コースでは

基礎医学と電気工学・医用工学を併行して

学ぶことが可能な専門科目を配置する。 （Ｄ

ＰのＡに関与） 

３年次では、各コースにおける専門的な

知識と技能を習得させるため、各分野に関

わる専門科目を配置する。（ＤＰのＡ・Ｄに

関与） 

４年次では、主体的かつ協調的な研究活

動による問題解決力、論理的思考力と記述

力、コミュニケーション力、プレゼンテー
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Ａに関与） 

EBM （根拠に基づく医療）を実践するため

に必要な情報を収集し、整理する能力を習

得させるため、３年次に特別研究関連科目

の医科学研究論・ゼミナール、４年次に特

別研究を配置する。（ＤＰのＢに関与） 

臨床現場において個々の事例における状

況を判断し、患者中心の医療に必要な医療

技術を提案することができる能力を習得さ

せるため、共通専門科目とコース専門科目

（講義）を配置する。（ＤＰのＢに関与） 

医療人に必要なサイエンスマインドと自

主的学修の習慣を習得させるため、３年次

に特別研究関連科目の医科学研究論・ゼミ

ナール、４年次に特別研究を配置する。 （Ｄ

ＰのＣに関与） 

医療人として社会に貢献する強い意欲を

醸成するため、共通専門科目に医学概論と

臨床医学総論を配置する。（ＤＰのＣに関

与） 

医療人としての誇りと倫理観を習得させ

るため、３・４年次に臨地実習・臨床実習を

配置する。（ＤＰのＣに関与） 

医療技術者として臨床現場で必要となる

各コースにおける専門的な技術を習得させ

るため、コース専門科目（実験・実習・演

習）を配置する。（ＤＰのＤに関与） 

EBM （根拠に基づく医療）を実践する医療

技術者として必要なコミュニケーション能

力を習得するため、３・４年次に臨地実習・

臨床実習を配置する。（ＤＰのＤに関与） 

ション力を習得させるため特別研究を配置

する（ＤＰのＢ・Ｃに関与）とともに、臨床

現場で実務を経験することでコミュニケー

ション能力を含めた総合力を身につけるた

めに臨地実習・臨床実習を配置する。 （ＤＰ

のＣ・Ｄに関与） 

全学年で履修可能な基盤教育科目や導入

科目を通じて、国際的な視野や倫理観を身

につけることができる。（ＤＰのＣに関与） 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（13ページ） 

新 旧 

Ⅳ．教育課程の編成の考え方及び特色 

２．科目区分内の科目構成とその理由 

 医療技術学科のＣＰに基づき、科目区分

及び科目区分内の科目構成は以下のとおり

である。 

 

（略） 

 

Ⅳ．教育課程の編成の考え方及び特色 

２．科目区分内の科目構成とその理由 

 医療技術学科のＣＰに基づき、科目区分

及び科目区分内の科目構成は以下のとおり

である。 

 

（略） 
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（３）共通専門科目 

共通専門科目として、臨床検査学と臨床

工学に共通する基礎医学分野の科目「解剖

学」 「生理学Ⅰ」「生化学」などと、患者中心

の医療の基盤となる EBM（根拠に基づく医

療）についての理解に必要な科目「医学概

論」（必修） 「臨床医学総論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」、臨

床検査学・臨床工学の横断的な学修科目と

して「生体物性工学」「医用材料工学」「再生

医療移植学」「検査総合管理学」などを医療

技術学科の共通専門科目として配置する。 

 

（略） 

 

（３）共通専門科目 

共通専門科目として、臨床検査学と臨床

工学に共通する基礎医学分野の科目「医学

概論」（必修） 「解剖学」などと、医療現場で

必要な科目「臨床医学総論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」など

を医療技術学科の共通専門科目として配置

する。 

 

 

 

 

 

（略） 

 

３．主要授業科目の設定の考え方 

（２）専門教育科目 

 

（略） 

 

以上の考え方に基づき、医療技術学科での

両コース共通の主要授業科目を「フレッシ

ュマンセミナー」（必修）「キャリアデザイ

ン１〜４」「医学概論」（必修）「生理学Ⅰ」

「解剖学」「病理学」「生化学」「医用工学概

論」 「生生物学」 「理理学」「臨床医学総論Ⅰ」

「臨床医学総論Ⅱ」とする。 

 

（略） 

 

３．主要授業科目の設定の考え方 

（２）専門教育科目 

 

（略） 

 

以上の考え方に基づき、医療技術学科での

両コース共通の主要授業科目を「フレッシ

ュマンセミナー」（必修）「キャリアデザイ

ン１〜４」 「情報リテラシー」（必修） 「医学

概論」（必修）「生理学Ⅰ」「解剖学」「病理

学」「生化学」「医用工学概論」「理理学」「臨

床医学総論Ⅰ」「臨床医学総論Ⅱ」とした。 

 

（略） 

 

臨床検査学コース専門科目では、「生理検

査学Ⅰ」「医療安全管理学」「病理検査学Ⅰ」

臨床検査学コース専門科目では、「生理検

査学Ⅰ」「医療安全管理学」「病理検査学Ⅰ」
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「分子遺伝学」「生化学検査学」「一般検査

寄生虫学」「血液検査学Ⅰ」「輸血検査学」

「病原生生物学」「医科学研究論」を主要授

業科目とする。 

「分子遺伝学」「生化学検査学」「一般検査

寄生虫学」「血液検査学Ⅰ」「輸血検査学」

「生生物学」「病原生生物学」「情報科学概

論」 「医科学研究論」を主要授業科目とした。 

臨床工学コース専門科目では、「基礎医学

実習」「電気工学Ⅰ」「電気工学Ⅱ」「電子工

学」「システム工学」「計測工学」「医用機器

学概論」「医用治療機器学」「医用生体計測

装置学」「臨床支援技術学」「生体機能代行

装置学Ⅲ」「医療安全学」「ゼミナールⅠ・

Ⅱ」を主要授業科目とする。 

臨床工学コース専門科目では、「基礎医学

実習」「電気工学Ⅰ」「電気工学Ⅱ」「電子工

学」「システム工学」 「情報理理工学」 「計測

工学」「医用機器学概論」「医用治療機器学」

「医用生体計測装置学」「臨床支援技術学」

「生体機能代行装置学Ⅲ」「医療安全学」 「ゼ

ミナールⅠ・Ⅱ」を主要授業科目とした。 
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（是正事項）生命科学部 医療技術学科 

 

 

（対応） 

 今回の審査意見を受け検討した結果、本学科に入学するために「医療技術学を学ぶ意欲」

が重要だと考えた。本学科の前身である理学部臨床生命科学科と工学部生命医療工学科に

は、文系を含めて高校で生物学などの理系科目を修得せずに入学する学生もおり、このよう

な学生は医療技術者として社会に貢献する意欲が強いため、適切な学習サポート体制によ

って学力が向上し、医療技術者として社会に貢献している。 

 そこで、文系を含め学ぶ意欲を強く有する学生が入学しやすい学科とするため、アドミッ

ション・ポリシーの「生命科学を学ぶために必要な知識・技能をもち、教育を受けるために

必要なコミュニケーション技能を身につけている」から 「医療技術学を学ぶ強い意欲をもち、

教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技能を身につけている」と改

め、本学科で教育を受けるために必要な基礎的な能力を示すために、「生物学、化学、物理

学、英語、数学、国語のうち、いずれかの科目」を高校卒業までに学ぶことを重視する。こ

のことを明確にするため、「学んできてほしいこと」として「興味ある分野に関連する科目

（生物学、化学、物理学など）のうち、いずれかの科目を学修しておくこと」から「生物学、

化学、物理学、英語、数学、国語のうち、いずれかの科目を学修しておくこと」に改める。 

 また、審査意見１（１）と（２）において、養成する人材像と整合するようにディプロマ・

ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを全体的に改めたが、これを反映してアドミッショ

ン・ポリシーもディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーとの相関が明確になるよ

うに以下のとおりとし、相関図【資料３】で示す。 

（３） 審査意見１（２）のとおり、カリキュラム・ポリシーの妥当性が判断できないた

め、アドミッション・ポリシーの妥当性も判断できないが、例えば「学んできてほしい

こと」として「興味ある分野に関連する科目（生物学、化学、物理学など）のうち、い

ずれかの科目を学修しておくこと」と説明していることから、ある程度理系科目の知識

を求めているように見受けられる。しかしながら、「学生の確保の見通し等を記載した書

類（資料）」のｐ.57「Ｑ＆Ａ」において、文系科目を学んでいる学生に対して「本学で

は高校の内容を復習するためのサポート体制が整っていますので、入学してから理系科

目を基礎から学ぶことができます」としていることから、必ずしも入学時に理系科目の

学習を求めているわけではないと見受けられることから、アドミッション・ポリシーと

「興味ある分野に関連する科目」との関連が判然とせず、どのような入学者の受け入れ

を想定しているのか不明確である。このため、関連する意見への対応を踏まえ、ディプ

ロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーとの整合性を担保した上で、「高校の内容を

復習するためのサポート体制」との関係性と併せてどのような入学者を受け入れるのか

を明確にしつつ、アドミッション・ポリシーを適切に改めること。 
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● 医療技術学を学ぶ強い意欲をもち、教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュ

ニケーション技能を身につけている。 

● 生命科学の真理探究に強い関心をもち、論理的に考えることを通して主体的及び協働

的に学修できる。 

● 医学・医療に関心が強く、将来この分野で活躍したいと考えている。 

 

ディプロマ・ポリシーの「 （Ａ）知識・理解」で示す「医療技術者として必要な生命科学

の基礎知識を身につける」ため、カリキュラム・ポリシーでは 「生命科学の基礎的知識の習

得」を目的として、学部共通科目と共通専門科目を配置する。また、 「医療技術者が EBM （根

拠に基づく医療）を理解するために必要な教養・国際的視野を身につける」ため、カリキュ

ラム・ポリシーでは「EBM（根拠に基づく医療）の理解に必要な教養・国際的視野の習得」

を目的として、基盤教育科目を配置する。さらに、「生物学と化学を基盤とした臨床検査学

あるいは生物学と物理学を基盤とした臨床工学の知識を身につける」ため、カリキュラム・

ポリシーでは「生物学と化学を基盤とした臨床検査学あるいは生物学と物理学を基盤とし

た臨床工学の知識の習得」を目的として、学部共通科目と臨床検査学・臨床工学を横断的に

学べる共通専門科目を配置する。「臨床検査学コースでは基礎医学全般を幅広く学び、臨床

工学コースでは 「基礎医学」と 「電気工学」 ・ 「医用工学」を併行して学ぶ」ことが可能なコ

ース専門科目を配置する。これらの科目を学修するために「医療技術学を学ぶ強い意欲をも

ち、教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技能を身につけている」

ことをアドミッション・ポリシーとする。 

 

ディプロマ・ポリシーの「Ｂ．思考・判断・表現」で示す「EBM（根拠に基づく医療）を

実践するために必要な情報を収集し、整理することができる」ようにするため、カリキュラ

ム・ポリシーでは「EBM（根拠に基づく医療）を実践するために必要な情報を収集し、整理

する能力の習得」を目的として、３年次に特別研究関連科目の 「医科学研究論」 ・ 「ゼミナー

ル」、４年次に 「特別研究」を配置する。また、 「個々の事例における状況を判断し、患者中

心の医療に必要な医療技術を提案することができる」ようにするため、カリキュラム・ポリ

シーでは、「臨床現場において個々の事例における状況を判断し、患者中心の医療に必要な

医療技術を提案することができる能力の習得」を目的として、共通専門科目とコース専門科

目（講義）を配置する。この科目を学修するために「生命科学の真理探究に強い関心をもち、

論理的に考えることを通して主体的及び協働的に学修できる」ことをアドミッション・ポリ

シーとする。 

 

ディプロマ・ポリシーの「Ｃ．関心・意欲・態度」で示す 「医療人に必要なサイエンスマ

インドと自主的学修の習慣を身につける」ため、カリキュラム・ポリシーでは 「医療人に必
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要なサイエンスマインドと自主的学修の習慣の習得」を目的として、３年次に特別研究関連

科目の 「医科学研究論」 ・ 「ゼミナール」、４年次に 「特別研究」を配置する。また、「医療人

として社会に貢献する強い意欲を有する」ため、カリキュラム・ポリシーでは「医療人とし

て社会に貢献する強い意欲を醸成」を目的として、共通専門科目に医学概論と臨床医学総論

を配置する。さらに、「医療人としての誇りと倫理観を身につける」ため、カリキュラム・

ポリシーでは「医療人としての誇りと倫理観の習得」を目的として、３・４年次に 「臨地実

習」 ・ 「臨床実習」を配置する。これらの科目を学修しその目的を達成するために「医学・医

療に関心が強く、将来この分野で活躍したいと考えている」ことをアドミッション・ポリシ

ーとする。 

 

ディプロマ・ポリシーの「Ｄ．技能」で示す「医療技術者として臨床現場で必要となる実

践的な臨床検査学あるいは臨床工学の技術を身につけ、獲得した技術を安全に実施するこ

とができる」ため、カリキュラム・ポリシーでは「医療技術者として臨床現場で必要となる

各コースにおける専門的な技術の習得」を目的として、コース専門科目（実験・実習・演習）

を配置する。また、「EBM （根拠に基づく医療）を実践する医療技術者として必要なコミュニ

ケーション能力を身につける」ため、カリキュラム・ポリシーでは「EBM（根拠に基づく医

療）を実践する医療技術者として必要なコミュニケーション能力の習得」を目的として、３・

４年次に 「臨地実習」・「臨床実習」を配置する。これらの科目を学修するために「医療技術

学を学ぶ強い意欲をもち、教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技

能を身につけている」ことをアドミッション・ポリシーとする。 

 

 一方で、理系科目（生物学、化学、物理学）の学びが十分でないまま入学する学生が出て

くる可能性もあるため、本学が整備している以下の学習サポート体制を有効に活用して対

理する。 

基礎的な数理能力などを確認する入学前学習プログラムを大学として用意しており、本

学科の合格者に受講を勧める。また、入学時に実施する学力調査に基づいて必要な学生には

卒業単位外の科目として開講するリメディアル講座（数学、物理、化学、数的理理）を受講

させ、高校課程の学習から復習させることができる。 

また、１年次に開講する学部共通科目「生命科学のための生物学」「生命科学のための化

学」「生命科学のための物理学」では、生命科学を学ぶために必要な各科目の基礎的知識を

理解することができる。さらに個別指導として、学習支援センターにおいて理科、数学の学

習相談や基礎的学習の支援を行う。本学科の教員が担当するチューターからの履修指導も

含め、個々の学生に対する総合的な学習支援を行う計画である。 

  

 

 



 

審査意見（６月）（本文）-18 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（９ページ） 

新 旧 

（３）アドミッション・ポリシー 

医療技術学科の入学者受入れの方針（ア

ドミッション・ポリシー、以下「ＡＰ」）を、

養成する人材像・ＤＰ・ＣＰを踏まえて次

のとおり定める。 

生命科学の基礎を学び、生物学と化学あ

るいは生物学と物理学を基盤とした確かな

学問的能力を形成し、実践的な学問として

臨床検査学あるいは臨床工学を体系的に学

ぶことで、根拠に基づく医療を理解し実践

する力を培い、さらに自主的学修を習慣化

しそのスキルを身につけることで、医療人

としての誇りを醸成し卒業後も研鑽を重ね

て生涯学び続けることができる人材の養成

を目的としている。そのために、以下の資

質をもつ人を国内外から幅広く求める。 

（３）アドミッション・ポリシー 

医療技術学科の入学者受入れの方針（ア

ドミッション・ポリシー、以下「ＡＰ」）を、

養成する人材像・ＤＰ・ＣＰを踏まえて次

のとおり定める。 

生命科学の基礎を学び、生物学と化学・

物理学を基盤とした確かな学問的能力を形

成し、実践的な学問として臨床検査学ある

いは臨床工学を体系的に学ぶことで、根拠

に基づく医療を理解し実践する力を培い、

さらに自主的学修を習慣化しそのスキルを

身につけることで、医療人としての誇りを

醸成し卒業後も研鑽を重ねて生涯学び続け

ることができる人材の養成を目的としてい

る。そのために、以下の資質をもつ人を国

内外から幅広く求める。 

○求める人物像 

● 医療技術学を学ぶ強い意欲をもち、教

育を受けるために必要な基礎的な知

識・コミュニケーション技能を身につ

けている人 

○求める人物像 

● 生命科学を学ぶために必要な知識・技

能をもち、教育を受けるために必要な

コミュニケーション技能を身につけ

ている人 

● 生命科学の真理探究に強い関心をも

ち、論理的に考えることを通して主体

的及び協働的に学修できる人 

● 生命科学の真理探究に強い関心をも

ち、論理的に考えることを通して主体

的及び協働的に学修できる人 

● 医学・医療に関心が強く、将来この分

野で活躍したいと考えている人 

● 医学・医療に関心が強く、将来この分

野で活躍したいと考えている人 

○学んできてほしいこと 

● 生物学、化学、物理学、英語、数学、

国語のうち、いずれかの科目を学修し

ておくこと 

○学んできてほしいこと 

● 興味ある分野に関連する科目（生物

学、化学、物理学など）のうち、いず

れかの科目を学修しておくこと 
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（是正事項）生命科学部 医療技術学科 

 

 

（対応） 

 臨床検査学コースでは生命科学と理学を基盤とした教育を実施し、臨床工学コースでは

生命科学と工学を基盤とした教育を実施する計画であるが、「設置の趣旨等を記載した書類

（本文）」の p.10 「Ⅱ．学科の特色」の 「生命科学・理学・工学を基盤とした」という表現

が誤解を生じている。そこで、「生命科学と理学あるいは生命科学と工学を基盤とした」と

いう表現に改め、「医療技術学科では生命科学の基礎を教育し、生命科学と理学あるいは生

命科学と工学を基盤とした基礎力を形成する。」とする。 

 また、審査意見を念頭に改めてカリキュラム編成を考えた結果、臨床検査学コースの学生

が臨床工学コースの工学系科目を履修しにくく、臨床工学コースの学生も臨床検査学コー

スの理学系科目を履修しにくい状況があると認識した。そこで、臨床検査学コースの学生が

工学系科目を履修できるよう臨床工学コース専門科目から 「生体物性工学」「医用材料工学」

を共通専門科目に移動した。同様に臨床工学コースの学生が理学系科目を履修できるよう

臨床検査学コース専門科目から 「栄養学」「生生物学」「再生医療移植学」「検査総合管理学」

を共通専門科目へ移動した。 

これにより、臨床検査学コース学生の工学的知識、臨床工学コース学生の理学的知識を向

上させ、 幅広い知識を基盤とした EBM（根拠に基づく医療）を実践する能力につながる。 

本学科では EBM （根拠に基づく医療）を理解し、実践する能力を習得させるため、基盤教

育科目・専門教育科目を全体的に履修させる。まず１年次の 「医学概論」において EBM （根

２．審査意見１のとおり、カリキュラム・ポリシーの妥当性が判断できないため、教育

課程全体の妥当性も判断できない。このため、審査意見１への対応や以下に例示する

点を踏まえて、本学科の教育課程が適切なディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・

ポリシーに基づき、修得すべき知識や能力等に係る教育が網羅され、体系性が担保さ

れた上で、適切に編成されていることを明確に説明するとともに、必要に応じて適切

に改めること。 

 

（１）「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」の p.10 「Ⅱ．学科の特色」において、「医

療技術学科では・・・生命科学・理学・工学を基盤とした基礎力を形成する」と説明し

ているが、例えば、臨床検査学コースの専門科目には「工学」に関する科目が少なく、

また、両コースともに卒業要件上必修に位置づけられる「工学」関係科目がないことか

ら、「工学」を基盤とした基礎力を形成できるのか判然としないなど、「生命科学・理学・

工学を基盤とした基礎力を形成する」ことが可能な教育課程が適切に編成されているの

か疑義がある。このため、どのように「生命科学・理学・工学を基盤とした基礎力を形

成する」のかについて、コースごとに明確かつ具体的に説明すること。 
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拠に基づく医療）の目的と考え方をわかりやすく説明し、理解させる。続いて、EBM（根拠

に基づく医療）の理解に必要な教養・国際的視野を習得させる。また、EBM（根拠に基づく

医療）を実践するスキルは単独で身につくものではなく、医療技術者として必要となる知

識・技術と連動しているため、２年次から３年次にかけて実施する専門教育科目の学修全体

が EBM （根拠に基づく医療）の準備学習となる。さらに、本学科では臨床検査学コース学生

が臨床工学に関する専門科目の履修、あるいは臨床工学コースの学生が臨床検査学に関す

る専門科目を履修することが可能であるため、EBM（根拠に基づく医療）の実践に必要な幅

広い知識の習得につながる。また、EBM（根拠に基づく医療）を実践するためには英語論文

の読解力が必要となるため、３年次の「医科学研究論」「ゼミナール」では英語論文の読解

方法について解説し、実際に医学研究論文を読解させる。病院実習（臨地実習 ・臨床実習）

において、EBM （根拠に基づく医療）の実践に必要なコミュケーション能力を養うとともに、

EBM（根拠に基づく医療）に関する集大成とする。 

このように資格取得に特化した本学科のカリキュラムを活かしながら、EBM（根拠に基づ

く医療）に関する教育を実施する。 

 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（10ページ） 

新 旧 

Ⅱ．学科の特色 

 医療技術学科では生命科学の基礎を教育

し、生命科学と理学あるいは生命科学と工

学を基盤とした基礎力を形成する。 

 

（略） 

 

 医療技術学科では、両コースとも特別研

究を行うことで医療技術者に必要なサイエ

ンスマインドを身につけさせる。また、EBM

（根拠に基づく医療）を理解し、実践する

能力を習得させるため、基盤教育科目・専

門教育科目を全体的に履修させる。 

Ⅱ．学科の特色 

 医療技術学科では生命科学の基礎を教育

し、生命科学・理学・工学を基盤とした基礎

力を形成する。 

 

（略） 

 

医療技術学科では学生の研究活動に力を

入れており、両コースとも特別研究を行う

ことで医療技術者としてだけでなく、研究

者としての視点から生命科学全体を見渡す

ことが可能になる。このようなカリキュラ

ムを体系的に学ばせることで、根拠に基づ

く医療を理解し実践する力を身につけさせ

ることができる。 
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（是正事項）生命科学部 医療技術学科 

 

 

（対応） 

「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」の p.18 「③コース選択の時期と履修指導」にお

いて、「４年次は、特別研究に加えて病院実習（臨地実習・臨床実習）を通じて、高度な専

門知識と技術、問題解決能力、プレゼンテーション能力、研究倫理等を習得できるよう、指

導する」という説明と、「設置の趣旨等を記載した書類（資料）」の資料３－１「臨床検査学

コースカリキュラムツリー」の間で「臨地実習」に関する説明に不整合が生じていた。「臨

地実習Ⅰ」は３年次に履修するため、「３・４年次は、特別研究に加えて病院実習（臨地実

習・臨床実習）を通じて、高度な専門知識と技術、コミュニケーション能力、研究倫理等を

習得できるよう、指導する」に改める。 

次に、 「医療系資格の取得を目指す学科に特化した」と説明しておきながら、「履修モデル」

では病院実習（臨地実習・臨床実習）等の国家資格の受験資格を取得するのに必要な科目が

なく、「医療系資格の取得を目指す学科に特化した」という説明と矛盾していた。 

そこで、医療系資格の取得を目指す学科として教育課程の編成を検討した結果、「履修モ

デル」【資料４】に病院実習（臨地実習・臨床実習）等の国家資格の受験資格を取得するの

に必要な全ての科目を追記する。 

（２）「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」の p.18 「③コース選択の時期と履修指導」

において、「４年次は、特別研究に加えて病院実習（臨地実習・臨床実習）を通じて・・・

指導する」と説明しているものの、「設置の趣旨等を記載した書類（資料）」の資料３－

１「臨床検査学コースカリキュラムツリー」では、「臨地実習Ⅰ」が３年次の履修になっ

ており、説明に不整合が生じているため、履修指導が適切になされるのか判然としない。  

また、「病院実習（臨地実習・臨床実習）」については、国家資格の取得に影響する科目

であり、「学生の確保の見通し等を記載した書類（本文）」の p.７において本学科は「医

療系資格の取得を目指す学科に特化した」と説明していることから、学生確保にも関わ

る重要な要素であると見受けられる。しかしながら、「設置の趣旨等を記載した書類（資

料）」の資料４「履修モデル」では、両コースともに「病院実習（臨地実習・臨床実習）」

が含まれていないため、資格取得に「特化」した学科であるという説明との関連も含め

履修指導における当該実習科目の位置づけが判然としない。このため、関連する意見へ

の対応を踏まえ、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに基づき当該実習

科目の位置づけを明確にしつつ、履修指導が適切になされる計画であることを明確に説

明すること。特に、資格取得に「特化」したことは学生確保の観点からも本学科の重要

な特色であると見受けられることから、学生に誤解を与えることがないよう、どのよう

に「特化」したのか、教育課程の編成、履修指導等の観点から具体的に説明すること。 
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具体的には、専門教育科目から基盤的な情報科目である「情報リテラシー」「コンピュー

タ演習」「情報理理工学」「情報科学概論」を基盤教育科目の 「科学技術系科目」に、また法

律に関する 「関係法規」を基盤教育科目の 「人間・社会科学系科目」に移動し、卒業要件に

おける基盤教育科目の取得単位数を 26単位以上に変更する。 

また、審査意見２（１）及びディプロマ・ポリシーの「 （Ａ）知識・理解 生物学と化学

を基盤とした臨床検査学あるいは生物学と物理学を基盤とした臨床工学の知識を身につけ

る」ことを踏まえ、臨床検査学コースの学生に工学系科目を履修できるよう臨床工学コース

専門科目から「生体物性工学」「医用材料工学」を共通専門科目に移動する。同様に臨床工

学コースの学生に理学系科目を履修できるよう臨床検査学コース専門科目から「栄養学」

「生生物学」「再生医療移植学」「検査総合管理学」を共通専門科目へ移動する。 

さらに、当初「特別研究Ⅰ」を履修した後、「特別研究Ⅱa」又は「特別研究Ⅱb」を履修

することとしていたが、審査意見２（４）及びディプロマ・ポリシーの 「（Ｂ）思考・判断・

表現 EBM（根拠に基づく医療）を実践するために必要な情報を収集し、整理することがで

きる」「（Ｃ）関心・意欲・態度 医療人に必要なサイエンスマインドと自主的学修の習慣を

身につける」ことを踏まえ、資格取得を目指す教育課程の編成とするため、「特別研究Ⅰ （４

単位）４年次前期」を「特別研究（２単位）４年次前期」に改め、「特別研究Ⅱa」「特別研

究Ⅱb」を削除する。４年次後期には医療現場における臨床検査技師・臨床工学技士養成に

おける実習の総仕上げとして臨地実習・臨床実習を実施し、特別研究は前期のみの実施とす

る。この専門教育科目の単位数減少に伴い、卒業要件における専門教育科目の取得単位数を

76 単位以上に変更する。 

特別研究の単位数減少により主に実験を実施する研究時間は減少することになるが、特

別研究の目的はディプロマ・ポリシーの「Ｂ．思考・判断・表現 EBM （根拠に基づく医療）

を実践するために必要な情報を収集し、整理することができる」と「Ｃ．関心・意欲・態度 

医療人に必要なサイエンスマインドと自主的学修の習慣を身につけている」であり、実験の

実施と比較して研究課題の設定、関連する文献調査、研究方法の設定を重視しているので、

単位数を減少しても授業目的は達成可能である。さらに特別研究の準備科目として３年次

で「医科学研究論」（臨床検査学コース）と「ゼミナール」（臨床工学コース）を履修させる

ため、特別研究と関連するディプロマ・ポリシーの 「 （Ｂ）思考・判断・表現 EBM （根拠に

基づく医療）を実践するために必要な情報を収集し、整理することができる」こと、「 （Ｃ）

関心・意欲・態度 医療人に必要なサイエンスマインドと自主的学修の習慣を身につける」

ことについても達成が可能である。 

以上の教育課程の編成見直しにより、本学の卒業要件 124 単位でディプロマ・ポリシーに

基づく教育と、臨床検査技師あるいは臨床工学技士の資格取得を可能とする。 

 

本学科の前身の理学部臨床生命科学科においては、「臨床科学コース（臨床検査技師受験

資格取得を目指す）」と「基礎医科学コース（医学の基礎知識を学び幅広い分野で活躍する
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人材を目指す）」の２コース制から、令和４（2022）年度より「臨床検査学コース」のみと

し臨床検査技師受験資格取得を目指す学科とした。同様に前身の工学部生命医療工学科も、

「生体工学コース（医療機器、人工臓器の開発）」、「臨床工学コース（臨床工学技士受験資

格取得）」、「再生医療コース（分子生物学・生命工学・細胞操作技術などを中心とした再生

医療工学を学習）」の３コース制から、令和４（2022）年度より「臨床工学コース」のみと

し臨床工学技士受験資格取得を目指す学科とした。このようにすでに「医療系資格の取得を

目指す学科に特化していた」にもかかわらず、学科名を旧来のものとしたため、多くの受験

者にその変化に気づいてもらえなかった。今回の改組では、学科名称を医療技術学科とし、

臨床検査学コースと臨床工学コースの２コース制とすることで、「医療系資格の取得をめざ

す学科」であることを受験者に伝わりやすくなり、学生確保にもつながる。 

さらに、学生の資格取得を支援するため、臨床検査技師・臨床工学技士の資格を有する教

員が中心となって正課内の専門科目に加えて正課外の学習システムを活用した履修指導を

行う。 

 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（1６ページ） 

新 旧 

Ⅳ．教育課程の編成の考え方及び特色 

１．科目区分と配当年次の設定の理由 

 

（略） 

 

１・２年次では、EBM （根拠に基づく医療）

の理解に必要な教養・国際的視野及び生命

科学の基礎的な知識を習得させるため、基

盤教育科目及び学部共通科目と専門分野に

関わる共通専門科目を配置する。また臨床

検査学コースでは基礎医学全般を幅広く学

ぶための「臨床検査学コース専門科目」を

配置し、臨床工学コースでは基礎医学と電

気工学・電子工学・医用工学などの基礎工

学を併行して学ぶことを可能とする「臨床

工学コース専門科目」を配置する。 

Ⅳ．教育課程の編成の考え方及び特色 

１．科目区分と配当年次の設定の理由 

 

（略） 

 

１・２年次では、教養を身につけ、生命科

学分野の全般的、基礎的な知識と技能を習

得させるため、基盤教育科目及び学部共通

科目と専門分野に関わる共通専門科目を配

置する。また臨床検査学コースでは基礎医

学全般を幅広く学ぶための「臨床検査学コ

ース専門科目」を置き、臨床工学コースで

は基礎医学と電気工学・電子工学・医用工

学などの基礎工学を併行して学ぶことを可

能とする「臨床工学コース専門科目」を配

置する。 

３年次では、臨床現場において個々の事 ３年次では、各コースにおける専門的な



 

審査意見（６月）（本文）-24 

例における状況を判断し、患者中心の医療

に必要な医療技術を提案することができる

能力を習得させるため、コース専門科目（講

義）を配置する。 

EBM （根拠に基づく医療）を実践する医療

技術者として必要なコミュニケーション能

力を身につけるために、３・４年次に臨地

実習・臨床実習を配置する。 

医療人に必要なサイエンスマインドと自

主的学修の習慣を習得させるため、３年次

に医科学研究論・ゼミナール、４年次に特

別研究を配置する。 

EBM （根拠に基づく医療）の実践に必要な

情報を収集し、整理する能力を習得させる

ため、３年次に医科学研究論・ゼミナール、

４年次に特別研究を配置する。 

技能を習得させるため、 「臨床検査学コース

専門科目」、「臨床工学コース専門科目」を

配置する。 

４年次では、主体的かつ協調的な研究活

動による問題解決力、論理的思考力と記述

力、プレゼンテーション力を習得させるた

め特別研究を配置するとともに、臨床現場

で実務を経験することでコミュニケーショ

ン能力を含めた総合力を身につけるために

臨地実習・臨床実習を配置する。 

学部共通科目や全学年で履修可能な基盤

教育科目を通じて、医療技術者として必要

とされる教養・国際的視野・基礎的な知識

を身につける。さらにコース専門科目や臨

地実習・臨床実習を通じて、医療人として

の誇りと倫理観を身につける。 

学部共通科目や全学年で履修可能な基盤

教育科目を通じて、生命科学への関心や国

際的な視野を身につける。さらにコース専

門科目や臨地実習・臨床実習を通じて、医

学への関心や医療技術者としての倫理観を

身につける。 

２．科目区分内の科目構成とその理由 

 医療技術学科のＣＰに基づき、科目区分

及び科目区分内の科目構成は以下のとおり

である。 

（１）基盤教育科目 

 基盤教育科目として、 「人として生きてい

くうえで大切とされる人間性」の涵養、並

びに「専門教育を効果的に学び・活かすた

めのラーニング・スキル」及び「社会で活躍

２．科目区分内の科目構成とその理由 

 医療技術学科のＣＰに基づき、科目区分

及び科目区分内の科目構成は以下のとおり

である。 

（１）基盤教育科目 

 基盤教育科目として、 「人として生きてい

くうえで大切とされる人間性」の涵養、並

びに「専門教育を効果的に学び・活かすた

めのラーニング・スキル」及び「社会で活躍
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するための基盤となる汎用能力」の育成に

関わる科目「フレッシュマンセミナー」「キ

ャリアデザイン１～４」「学びの基礎論１ ・

２」「社会を読みとくＡ・Ｂ」 「情報リテラシ

ー」 （必修） 「コンピュータ演習」などを配置

する。 

するための基盤となる汎用能力」の育成に

関わる科目「フレッシュマンセミナー」「キ

ャリアデザイン１～４」「学びの基礎論１ ・

２」「社会を読みとくＡ・Ｂ」などを配置す

る。 

（２）学部共通科目 

学部共通科目として、生命科学を基盤と

した医療技術を学ぶために必要な専門への

導入科目「生命科学概論Ⅰ ・Ⅱ」と基礎科目

「生命科学のための生物学」「生命科学のた

めの化学」「生命科学のための物理学」を配

置し、スムースな専門教育への移行を促す。 

 

（２）学部共通科目 

学部共通科目として、生命科学を基盤と

した医療技術を学ぶために必要な専門への

導入科目「生命科学概論Ⅰ ・Ⅱ」と基礎科目

「生命科学のための生物学」「生命科学のた

めの化学」「生命科学のための物理学」を配

置し、スムースな専門教育への移行を促す。

また、「情報リテラシー」 （必修） 「コンピュ

ータ演習」などの情報教育科目を設置し、

医療技術者として活躍するための情報リテ

ラシーを身につける。 

（３）共通専門科目 

共通専門科目として、臨床検査学と臨床

工学に共通する基礎医学分野の科目「解剖

学」 「生理学Ⅰ」「生化学」などと、患者中心

の医療の基盤となる EBM（根拠に基づく医

療）についての理解に必要な科目「医学概

論」（必修） 「臨床医学総論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」、臨

床検査学・臨床工学の横断的な学修科目と

して「生体物性工学」「医用材料工学」「再生

医療移植学」「検査総合管理学」などを医療

技術学科の共通専門科目として配置する。 

（３）共通専門科目 

共通専門科目として、臨床検査学と臨床

工学に共通する基礎医学分野の科目「医学

概論」（必修） 「解剖学」などと、医療現場で

必要な科目「臨床医学総論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」など

を医療技術学科の共通専門科目として配置

する。 

（４）臨床検査学コース専門科目 

臨床検査学コース専門科目として、臨床

検査学に関して広く学修できるように臨床

（４）臨床検査学コース専門科目 

臨床検査学コース専門科目として、臨床

検査学に関して広く学修できるように臨床
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検査の分野に応じた講義・実習を配置する。

また、最先端の医療に関する知識を身につ

けるために、「先端医学機器論」を開講する。

臨地実習科目として、臨床検査施設の見学

や課題学習を通じて臨床検査の役割と意義

について理解を深める「臨地実習Ⅰ」、学内

において臨地実習前の技能修得到達度評価

とその準備学修を行い臨床検査施設での学

修に必要な臨床検査に関する総合的な理解

と基本的な手技を身につける「臨地実習Ⅱ」

を踏まえて、臨床検査施設における長期間

の体験により医療現場における臨床検査の

知識や技術、患者との接し方、他の医療職

との連携のあり方などを具体的に学ぶ「臨

地実習Ⅲ」を配置し、臨床検査技師として

必要な知識・技術と EBM（根拠に基づく医

療）を実践する医療技術者として必要なコ

ミュニケーション能力の双方が身につく科

目構成とした。以上の学科専門科目・臨床

検査学コース専門科目をＤＰとの関連に基

づいて「医学基礎科目」「臨床検査科目」「臨

地実習科目」「研究系科目」に分類し、カリ

キュラムツリー 【資料３-１】で、学修の段

階や順序が俯瞰できるよう、図示している。 

検査の分野に応じた講義・実習を配置する。

また、最先端の医療に関する知識を身につ

けるために、「再生医療移植学」「先端医学

機器論」を開講する。臨地実習科目として、

臨床検査施設の見学や課題学習を通じて臨

床検査の役割と意義について理解を深める

「臨地実習Ⅰ」、学内において臨地実習前の

技能修得到達度評価とその準備学修を行い

臨床検査施設での学修に必要な臨床検査に

関する総合的な理解と基本的な手技を身に

つける「臨地実習Ⅱ」を踏まえて、臨床検査

施設における長期間の体験により医療現場

における臨床検査の知識や技術、患者との

接し方、他の医療職との連携のあり方など

を具体的に学ぶ「臨地実習Ⅲ」を配置し、臨

床検査技師として必要な知識・技術と意識

の双方が身につく科目構成とした。以上の

学科専門科目・臨床検査学コース専門科目

をＤＰとの関連に基づいて「医学基礎科目」

「臨床検査科目」「臨地実習科目」「研究系

科目」に分類し、カリキュラムツリー 【資料

３-１】で、学修の段階や順序が俯瞰できる

よう、図示している。 

（５）臨床工学コース専門科目 

臨床工学コース専門科目として、臨床工

学技士に必要な知識・技術（医学系科目、工

学系科目）を１・２年次から学修できるよ

うな専門科目構成とし、２年次より専門性

の高い医療機器系科目、講義で学習した内

容を定着させるための演習系科目を配置し

（５）臨床工学コース専門科目 

臨床工学コース専門科目として、臨床工

学技士に必要な知識・技術（医学系科目、工

学系科目）を１・２年次から学修できるよ

うな専門科目構成とし、２年次より専門性

の高い医療機器系科目、講義で学習した内

容を定着させるための演習系科目を配置し



 

審査意見（６月）（本文）-27 

た。演習系科目には在学中に ME技術者試験

に合格することを目指してより実践的なME

技術を学修する「ME 技術演習」を配置した。

さらに４年次には、臨床工学技士として必

要な総合的な知識・技術と EBM （根拠に基づ

く医療）を実践する医療技術者として必要

なコミュニケーション能力を習得できるよ

うに 「臨床工学演習Ⅰ・Ⅱ」「臨床実習Ⅰ〜

Ⅴ」を配置した。また、カリキュラムツリー

【資料３-２】で、学修の段階や順序が俯瞰

できるよう、図示している。 

た。演習系科目には在学中に ME技術者試験

に合格することを目指してより実践的なME

技術を学修する「ME 技術演習」を配置した。

さらに４年次には、臨床工学技士として必

要な総合的な知識・技術を習得できるよう

に「臨床工学演習Ⅰ・Ⅱ」「臨床実習Ⅰ〜Ⅴ」

を配置した。また、カリキュラムツリー 【資

料３-２】で、学修の段階や順序が俯瞰でき

るよう、図示している。 

（６）特別研究 

４年次に各コースに配置された研究室に

おいて 「特別研究」（必修）を実施する。特

別研究では、これまでの知識を研究の場に

活かし、問題点や課題と向き合いながら、

医療人に必要なサイエンスマインドと自主

的学修の習慣を身につけ、EBM （根拠に基づ

く医療）の実践に必要な情報を収集し、整

理する能力を習得させるため、臨床検査学

コースでは、特別研究の履修前に「医科学

研究論」を修得することを必須とする。同

様に臨床工学コースでは、特別研究の履修

前に「ゼミナールⅠ・Ⅱ」を修得することを

必須とする。 

（６）特別研究 

４年次に各コースに配置された研究室に

おいて 「特別研究Ⅰ」（必修） 「特別研究Ⅱa」

（選択必修）「特別研究Ⅱb」（選択必修）を

実施する。特別研究では、これまでの知識

を研究の場に活かし、問題点や課題と向き

合いながら、生命科学を基盤とした医療技

術者に必要な問題解決能力、コミュニケー

ション能力を養う。臨床検査学コースでは、

特別研究の履修前に「医科学研究論」を修

得することを必須とする。臨床工学コース

では、特別研究の履修前に「ゼミナールⅠ・

Ⅱ」を修得することを必須とする。 

３．主要授業科目の設定の考え方 

（１）基盤教育科目 

教養と基礎知識を身につけるため、大学

生活の位置づけと学修方法について学ぶ初

年次教育科目「フレッシュマンセミナー」、

社会で活躍するために大学でどのように学

３．主要授業科目の設定の考え方 

（１）基盤教育科目 

教養と基礎知識を身につけるため、大学

生活の位置づけと学修方法について学ぶ初

年次教育科目「フレッシュマンセミナー」

と社会で活躍するために大学でどのように
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修するかを考える「キャリアデザイン１〜

４」と情報教育科目の「情報リテラシー」

「情報科学概論」 「情報理理工学」を基盤教

育科目の主要授業科目に設定する。 「情報リ

テラシー」については１年次前期に開講し、

本大学のインターネットを介した教学シス

テム（履修登録など）の使用・活用法やオン

ラインで行われる講義の受講、課題提出方

法、及び情報倫理等を講義するため、必修

の主要授業科目とする。 

学修するかを考える「キャリアデザイン１

〜４」を基盤教育科目の主要授業科目に設

定する。 

（２）専門教育科目 

 

（略） 

 

以上の考え方に基づき、医療技術学科での

両コース共通の主要授業科目を「フレッシ

ュマンセミナー」（必修）「キャリアデザイ

ン１〜４」「医学概論」（必修）「生理学Ⅰ」

「解剖学」「病理学」「生化学」「医用工学概

論」 「生生物学」 「理理学」「臨床医学総論Ⅰ」

「臨床医学総論Ⅱ」とする。さらに、4年次

に開講し、問題解決能力や論理的思考力と

記述力、コミュニケーション力、プレゼン

テーション力を総合的に醸成する「特別研

究」（必修）を主要授業科目とする。 「医学概

論」については、ほとんどの科目を主要授

業科目に指定した基礎医学の学修を円滑に

スタートさせるために必要と考えて必修の

主要授業科目とする。 

（２）専門教育科目 

 

（略） 

 

以上の考え方に基づき、医療技術学科での

両コース共通の主要授業科目を「フレッシ

ュマンセミナー」（必修）「キャリアデザイ

ン１〜４」 「情報リテラシー」（必修） 「医学

概論」（必修）「生理学Ⅰ」「解剖学」「病理

学」「生化学」「医用工学概論」「理理学」「臨

床医学総論Ⅰ」「臨床医学総論Ⅱ」とした。

さらに、4年次に開講し、問題解決能力や論

理的思考力と記述力、コミュニケーション

力、プレゼンテーション力を総合的に醸成

する「特別研究Ⅰ」（必修）「特別研究Ⅱa」

（選択必修）「特別研究Ⅱb」（選択必修）を

主要授業科目とした。 「情報リテラシー」に

ついては１年次前期に開講し、本大学のイ

ンターネットを介した教学システム（履修

登録など）の使用・活用法やオンラインで

行われる講義の受講、課題提出方法、及び
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情報倫理等を講義するため、必修の主要授

業科目とした。 「医学概論」については、ほ

とんどの科目を主要授業科目に指定した基

礎医学の学修を円滑にスタートさせるため

に必要と考えて必修の主要授業科目とし

た。 

臨床検査学コース専門科目では、「生理検

査学Ⅰ」「医療安全管理学」「病理検査学Ⅰ」

「分子遺伝学」「生化学検査学」「一般検査

寄生虫学」「血液検査学Ⅰ」「輸血検査学」

「生生物学」「病原生生物学」「情報科学概

論」「医科学研究論」を主要授業科目とする。 

臨床検査学コース専門科目では、「生理検

査学Ⅰ」「医療安全管理学」「病理検査学Ⅰ」

「分子遺伝学」「生化学検査学」「一般検査

寄生虫学」「血液検査学Ⅰ」「輸血検査学」

「生生物学」「病原生生物学」「情報科学概

論」 「医科学研究論」を主要授業科目とした。 

臨床工学コース専門科目では、「基礎医学

実習」「電気工学Ⅰ」「電気工学Ⅱ」「電子工

学」「システム工学」「計測工学」「医用機器

学概論」「医用治療機器学」「医用生体計測

装置学」「臨床支援技術学」「生体機能代行

装置学Ⅲ」「医療安全学」「ゼミナールⅠ・

Ⅱ」を主要授業科目とする。 

臨床工学コース専門科目では、「基礎医学

実習」「電気工学Ⅰ」「電気工学Ⅱ」「電子工

学」「システム工学」 「情報理理工学」 「計測

工学」「医用機器学概論」「医用治療機器学」

「医用生体計測装置学」「臨床支援技術学」

「生体機能代行装置学Ⅲ」「医療安全学」 「ゼ

ミナールⅠ・Ⅱ」を主要授業科目とした。 

 

（略） 

 

必修科目の「情報リテラシー」も基盤教育

科目であるが、生命科学・医療技術学にお

ける専門性も鑑み生命科学部の「情報リテ

ラシー」担当教員（生命科学部生物科学科

教員）が授業を担当する。医療技術学科共

通科目の「解剖学」「病理学」を担当する教

員は、医療技術学科の基幹教員ではないが、

これまでこの科目を担当していた教員であ

り、今後も授業内容を協議しながら進める

 

（略） 

 

必修科目の「情報リテラシー」は学部共通

科目であるため、授業内容を学部全体で統

一するために生命科学部の「情報リテラシ

ー」担当教員（生命科学部生物科学科教員）

が授業を担当する。医療技術学科共通科目

の「解剖学」「病理学」を担当する教員は、

医療技術学科の基幹教員ではないが、これ

までこの科目を担当していた教員であり、

今後も授業内容を協議しながら進めるた
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ため、これら科目の質保証は問題がない。 め、これら科目の質保証は問題がない。 

４．単位時間数及び授業期間の考え方 

 

（略） 

 

そのため、４年次には配属された研究室に

おいて、これまでに得た知識や問題意識を、

毎日の実践的な最先端の研究を行う生活の

中で具現化し、新しい発見や問題解決を体

験できるプログラムとして配置している。 

４．単位時間数及び授業期間の考え方 

 

（略） 

 

そのため、４年次には配属された研究室に

おいて、これまでに得た知識や問題意識を、

毎日の実践的な最先端の研究を行う生活の

中で具現化し、新しい発見や問題解決を体

験できる長期的かつ濃密なプログラムとし

て配置している。 

Ⅴ．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

１．教育方法 

 

（略） 

 

②学部共通科目の教育方法 

学部共通科目を５科目設け、生命科学部

に設置している生物科学科及び医療技術学

科に共通する生命科学を学ぶために必要な

初年次教育科目として修得させる。「生命科

学概論Ⅰ・Ⅱ」では、両学科の教員がそれぞ

れ 15 名ずつオムニバス形式で自分の専門

領域の研究をわかりやすく紹介し、生命科

学を学ぶ意義や興味付け、コース選択の情

報提供を、オンライン形式で行う。選択科

目であるが、学部の内容を理解し修学の目

標を立てるためにも必要なので、全員履修

とする。「生命科学のための生物学」「生命

科学のための化学」「生命科学のための物理

学」では、両学科で行われる専門教育科目

Ⅴ．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

１．教育方法 

 

（略） 

 

②学部共通科目の教育方法 

学部共通科目を７科目設け、生命科学部

に設置している生物科学科及び医療技術学

科に共通する生命科学を学ぶために必要な

初年次教育科目として修得させる。「生命科

学概論Ⅰ・Ⅱ」では、両学科の教員がそれぞ

れ 15 名ずつオムニバス形式で自分の専門

領域の研究をわかりやすく紹介し、生命科

学を学ぶ意義や興味付け、コース選択の情

報提供を、オンライン形式で行う。選択科

目であるが、学部の内容を理解し修学の目

標を立てるためにも必要なので、全員履修

とする。「生命科学のための生物学」「生命

科学のための化学」「生命科学のための物理

学」は、両学科で行われる専門教育科目の
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の履修に必要な生物学、化学、物理学の領

域の基礎知識を習得させる。 

 

履修に必要な生物学、化学、物理学の領域

の全体的知識を体系的に修得させる選択科

目である。生物学と化学は特に重要なので、

学部で３クラス用意し、受講させる。「情報

リテラシー」は、本大学のインターネット

を介した教学システムの使用・活用法やオ

ンラインで行われる講義の受講、課題提出

方法を習得するための必修科目で、学部全

体を３クラスに分けて受講させる。さらに、

情報倫理やパソコンを使ったレポート、プ

レゼンテーション資料の作成法についても

指導する。「コンピュータ演習」は、生命科

学の学修や研究に必要な高度で具体的なコ

ンピュータ技術が学べる科目で、選択科目

とした。 

 

（略） 

 

３．成績評価基準・ＧＰＡ・進級条件・卒

業要件 

（４）卒業要件 

科目区分 

基盤教育科目 

修得単位数 

26 単位以上 （必修科目６単位を含む） ・

外国語教育科目を３科目６単位以上修

得すること。 

卒業要件 

 ・外国語教育科目を３科目６単位以上

修得すること。 

 

科目区分 

専門教育科目 

修得単位数 

 

（略） 

 

３．成績評価基準・ＧＰＡ・進級条件・卒

業要件 

（４）卒業要件 

科目区分 

基盤教育科目 

修得単位数 

34 単位以上 （必修科目４単位を含む） ・

外国語教育科目を３科目６単位以上修

得すること。 

卒業要件 

 ・外国語教育科目を３科目６単位以上

修得すること。 

 

科目区分 

専門教育科目 

修得単位数 
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76 単位以上（必修科目３単位を含む） 

卒業要件 

 [臨床検査学コース] 

・「情報リテラシー」「医学概論」「医科

学研究論」 「特別研究」をすべて修得

すること。 

 

 

[臨床工学コース] 

・「情報リテラシー」「医学概論」「ゼミ

ナールⅠ」「ゼミナールⅡ」「臨床実

習Ⅰ」「臨床工学演習Ⅱ」「特別研究」

をすべて修得すること。 

 

 

 

合計 124 単位以上 

 

医療技術学科の卒業時までに修得すべ

き単位数は 124 単位以上である。卒業要件

は、基盤教育科目 26 単位以上、専門教育科

目 76単位以上である。 

80 単位以上（必修科目７単位を含む） 

卒業要件 

 [臨床検査学コース] 

・「情報リテラシー」「医学概論」「医科

学研究論」 「特別研究Ⅰ」をすべて修

得すること。 

・「特別研究Ⅱa」又は「特別研究Ⅱb」

のいずれかを修得すること。 

[臨床工学コース] 

・「情報リテラシー」「医学概論」「ゼミ

ナールⅠ」「ゼミナールⅡ」「特別研

究Ⅰ」をすべて修得すること。 

・（「臨床実習Ⅰ」「臨床工学演習Ⅱ」「特

別研究Ⅱa」）又は「特別研究Ⅱb」の

いずれかを修得すること。 

 

合計 124 単位以上 

 

医療技術学科の卒業時までに修得すべ

き単位数は 124 単位以上である。卒業要件

は、基盤教育科目 34 単位以上、専門教育科

目 80単位以上である。 
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（是正事項）生命科学部 医療技術学科 

 

 

（対応） 

本学科の前身の理学部臨床生命科学科の定員 50名と工学部生命医療工学科の定員 25名

に対して、臨地実習・臨床実習を含む教育環境を整備していた。これを踏まえ、臨床検査学

コース 50 名、臨床工学コース 20 名の履修人数を想定して教育環境の整備及びカリキュラ

ム編成を行う。 

また２つのコース選択の時期は 1 年次前期末とし、入学後に学生の希望を確認し半年間

履修指導を行ってコースのミスマッチを防ぐ計画である。具体的には、入学後の学科オリエ

ンテーションで臨床検査技師・臨床工学技士の職務と国家試験受験資格に必要な要件につ

いて詳細に説明し、その上で本学科のコース選択の方法と履修人数について示す。その後、

学生本人とチューターが面談し、コース希望の確認と履修指導を行う。必要な学生には 1年

次前期末のコース選択直前にもチューターとの面談を実施し、コース希望の最終確認を行

う。 

実際のコース選択においては、学生の希望を優先するが、臨床検査学コース 50名、臨床

工学コース 20名の履修人数を超える場合は、成績・適性に基づき、変更することもある旨、

学科オリエンテーションとチューター面談時に説明する。 

学生の希望にできるだけ応えるため、臨床検査学コースでは最大 70名、臨床工学コース

では最大 30名の学生がコース選択をしても対応可能な学内外の教育環境及び教育体制を整

備している。また学外にて実施する病院実習（臨地実習・臨床実習）は受入施設により実習

（３）本学科に設ける２つのコースの履修人数について、それぞれ何名を想定している

のか説明がないことから、コースの規模を踏まえた適切な教育環境が整備されているの

か判然としない。また、「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」の p.18 「③コース選択

の時期と履修指導」において、「医療技術学科は入学時より臨床検査学コースと臨床工学

コースに分かれスタートする学生と入学時にはコースを未選択で入学後１年次前期の内

にどちらのコースを希望するかを決めて、１年次後期からコースに所属して学修する学

生で構成する」と説明しているが、どのように適切なコース人数の管理を行うのか説明

がなく、コースへの振り分け方法も判然としない。加えて、同書類の p.28 において、臨

床工学コースの実習先の確保状況として「医療技術学科の受け入れ先として７施設（学

生 32 名）を確保した」と説明しているが、本学科の入学定員は 70 名であることから、

十分な実習先が確保されているのか判然としない。このため、コースごとの学生規模に

応じた適切な教員体制、施設・設備が整備されているのか判断できないことから、コー

スごとに想定している履修人数及び管理方法（コースの振り分け方法を含む）について

明確にするとともに、実習先の確保を含めた教育環境が適切に整備されていることを明

確に説明すること。 
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時期が異なり、また担当する学内教員も施設ごとに担当を決めるため、上記の最大人数の学

生が実習を行う場合でも臨床検査学コース 8 名、臨床工学コース 5 名の基幹教員で対応可

能である。 

以上の点を明確にするため、「設置の趣旨」の p.18 「③コース選択の時期と履修指導」の

文章を「医療技術学科では入学時にはコース選択は確定せず、入学後１年次前期のうちに適

切な履修指導を行いながら学生自身の希望と適性を考慮してどちらのコースに所属するか

決定する。１年次後期からは臨床検査学コースまたは臨床工学コースのどちらかに所属し、

それぞれのコース専門科目の履修を開始する。」と修正する。 

同様に p.25 の臨床検査学コースの実習先の確保状況も「医療技術学科臨床検査学コース

の受け入れ先として想定する最大人数 70 名を超える 97名（12施設）を確保した。」と修正

する。p.28 の臨床工学コースの実習先の確保状況も「医療技術学科臨床工学コースの受け

入れ先として想定する最大人数 30名を超える 32名（7施設）を確保した。」と修正する。 

 また、このようなコース選択の時期と方法及び各コースの履修人数に関しては、ホーム

ページ等に掲載して入学前から受験生に対しても周知する。 

 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（18ページ） 

新 旧 

Ⅴ．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

１．教育方法 

 

（略） 

 

③コース選択の時期と履修指導 

 医療技術学科では入学時にはコース選択

は確定せず、入学後１年次前期のうちに適

切な履修指導を行いながら学生自身の希望

と適性を考慮してどちらのコースに所属す

るか決定する。１年次後期からは臨床検査

学コースまたは臨床工学コースのどちらか

に所属し、それぞれのコース専門科目の履

修を開始する。１年次からチューターを配

置し、コースごとの専門性を身につけるた

めの、また学生個人の学修興味を追求する

ための履修方法について指導を行う。 

 

Ⅴ．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

１．教育方法 

 

（略） 

 

③コース選択の時期と履修指導 

 医療技術学科は入学時より臨床検査学コ

ースと臨床工学コースに分かれスタートす

る学生と入学時にはコースを未選択で入学

後１年次前期の内にどちらのコースを希望

するかを決めて、１年次後期からコースに

所属して学修する学生で構成する。１年次

からチューターを配置し、コースごとの専

門性を身につけるための、また学生個人の

学修興味を追求するための履修方法につい

て指導を行う。 
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（略） 

 

（略） 

 

３・４年次は、特別研究に加えて病院実習

（臨地実習・臨床実習）を通じて、高度な専

門知識と技術、コミュニケーション能力、

研究倫理等を習得できるよう、指導する。 

４年次は、特別研究に加えて病院実習（臨

地実習・臨床実習）を通じて、高度な専門知

識と技術、問題解決能力、プレゼンテーシ

ョン能力、研究倫理等を修得できるよう、

指導する。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（25ページ） 

新 旧 

Ⅶ．実習の具体的計画 

１．臨床検査学コース 

（２）実習先確保の状況 

 本大学ではこれまで、理学部臨床生命科

学科で臨地実習施設となる医療施設と提携

して学生 50 名の臨地実習を実施してきた。

医療技術学科臨床検査学コースの受け入れ

先として想定する最大人数 70 名を超える

97 名（12施設）を確保した【資料７】。 

Ⅶ．実習の具体的計画 

１．臨床検査学コース 

（２）実習先確保の状況 

 本大学ではこれまで、理学部臨床生命科

学科で臨地実習施設となる医療施設と提携

して学生 50 名の臨地実習を実施してきた。

医療技術学科の受け入れ先として 12 施設

（学生 97名）を確保した【資料７】。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（28ページ） 

新 旧 

Ⅶ．実習の具体的計画 

２．臨床工学コース 

（２）実習先確保の状況 

 本大学ではこれまで、工学部生命医療工

学科で臨床実習施設となる医療施設と提携

して学生 25 名の臨床実習を実施してきた。

医療技術学科臨床工学コースの受け入れ先

として想定する最大人数 30 名を超える 32

名（7施設）を確保した【資料 11】。 

Ⅶ．実習の具体的計画 

２．臨床工学コース 

（２）実習先確保の状況 

 本大学ではこれまで、工学部生命医療工

学科で臨床実習施設となる医療施設と提携

して学生 25 名の臨床実習を実施してきた。

医療技術学科の受け入れ先として７施設

（学生 32名）を確保した【資料 11】。 
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（是正事項）生命科学部 医療技術学科 

 

 

（対応） 

 当初「特別研究Ⅰ」を履修した後、「特別研究Ⅱa」又は「特別研究Ⅱb」を履修すること

としていたが、審査意見２（４）及びディプロマ・ポリシーの「（Ｂ）思考・判断・表現 EBM

（根拠に基づく医療）を実践するために必要な情報を収集し、整理することができる」「（Ｃ）

関心・意欲・態度 医療人に必要なサイエンスマインドと自主的学修の習慣を身につける」

ことを踏まえ、資格取得を目指す教育課程の編成とするため、「特別研究Ⅰ（４単位）４年

次前期」を「特別研究（２単位）４年次前期」に改め、「特別研究Ⅱa」「特別研究Ⅱb」を削

除する。４年次後期には医療現場における臨床検査技師・臨床工学技士養成における実習の

総仕上げとして臨地実習・臨床実習を実施し、特別研究は前期のみの実施とする。 

このように特別研究の単位数減少により主に実験を実施する研究時間は減少することに

なるが、特別研究の目的はディプロマ・ポリシーの「Ｂ．思考・判断・表現 EBM（根拠に

基づく医療）を実践するために必要な情報を収集し、整理することができる」と「Ｃ．関心・

意欲・態度 医療人に必要なサイエンスマインドと自主的学修の習慣を身につけている」で

あり、実験の実施と比較して研究課題の設定、関連する文献調査、研究方法の設定を重視し

ているので、単位数を減少しても授業目的は達成可能である。さらに特別研究の準備科目と

して３年次で「医科学研究論」（臨床検査学コース）と「ゼミナール」（臨床工学コース）を

履修させるため、特別研究と関連するディプロマ・ポリシーの 「 （Ｂ）思考・判断・表現 EBM

（根拠に基づく医療）を実践するために必要な情報を収集し、整理することができる」こと、

「 （Ｃ）関心・意欲・態度 医療人に必要なサイエンスマインドと自主的学修の習慣を身に

つける」ことについても達成が可能である。 

 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（21ページ） 

新 旧 

Ⅴ．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

４．特別研究の単位認定の考え方 

医療技術学科では「特別研究」において

Ⅴ．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

４．特別研究の単位認定の考え方 

医療技術学科では 「特別研究Ｉ」及び 「特

（４）「特別研究」について、「特別研究Ⅰ」（必修）を履修した後、「特別研究Ⅱa」（選

択必修）又は「特別研究Ⅱb」（選択必修）に分かれて履修する計画であるように見受け

られるものの、両選択必修科目の「シラバス」において、授業目的、達成目標、授業内

容に差異が見受けられず、科目設定の趣旨が判然としない。このため、「特別研究」の科

目設定の趣旨を明確に説明するとともに、学生に対しても違いが明確になるよう、シラ

バスを適切に改めること。 
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医療技術者として必要な総合的な問題解決

能力を醸成する教育を実施する。学生は生

命科学・医療技術に関する研究課題を決め、

教員の指導のもと、これまでに学修した知

識と技術に基づき必要な背景となる基礎情

報を論文や書籍から収集し、研究計画を立

案する。それに基づき、予備的な実験を行

い、計画の妥当性を検証する。特別研究の

評価は、学科で作成したルーブリックに基

づき、複数教員により行う。特別研究は研

究活動の中核として必修科目に位置づけ、

これに必要な学修と成果及び時間を考慮し

２単位とする。 

臨床検査学コースにおいては４年次の

「特別研究」に先立ち、３年次前期に「医科

学研究論」 （１単位）を開講し、 「特別研究」

の準備として、生命科学研究に関する基本

的な知識・技術に加えて、遺伝子実験や動

物実験に関わる法令や研究倫理に関しての

理解を深める。 

 臨床工学コースにおいては４年次の「特

別研究」に先立ち、３年次前期に「ゼミナー

ルⅠ」 （１単位）、後期に「ゼミナールⅡ」 （１

単位）を開講し、 「特別研究」の準備として、

入門的な課題やワークに取り組み、基本的

な知識・技術や、プレゼンテーション能力

（他者が理解できるように説明する能力）・

コミュニケーション能力（他者の発表内容

を理解する能力）を養う。 

 このように「特別研究」に向けた導入科

目を両コースの特性に合わせて配置するこ

とで研究活動の教育効果が向上し、医療技

術者として積極的に根拠に基づく医療に関

わることができる人材の育成が可能なる。 

別研究Ⅱa」若しくは 「特別研究Ⅱb」を通じ

て、医療技術者として必要な総合的な問題

解決能力を醸成する教育を実施する。 「特別

研究Ｉ」では、学生は生命科学・医療技術に

関する研究課題を決め、教員の指導のもと、

これまでに学修した知識と技術に基づき必

要な背景となる基礎情報を論文や書籍から

収集し、研究計画を立案する。それに基づ

き、予備的な実験を行い、計画の妥当性を

検証する。「特別研究Ⅱa」又は「特別研究

Ⅱb」では、自ら選んだ研究課題について詳

細な実験を行い、データを解析する。それ

らをまとめ、研究発表を行う。この研究発

表の準備の過程では、得られた研究結果に

ついて指導教員や学生間でディスカッショ

ンを行う。これらの研究成果をまとめ、４

年次後期に開催される特別研究発表会で発

表する。特別研究の評価は、学科で作成し

たルーブリックに基づき、複数教員により

行う。特別研究Ⅰは研究活動の中核として

必修科目に位置づけ、これに必要な学修と

成果及び時間を考慮し４単位とし、また学

修時間の違いにより「特別研究Ⅱa」は２単

位、「特別研究Ⅱb」は４単位とする。 

臨床検査学コースにおいては４年次の

「特別研究Ⅰ」に先立ち、３年次前期に「医

科学研究論」 （１単位）を開講し、 「特別研究

Ⅰ」の準備として、生命科学研究に関する

基本的な知識・技術に加えて、遺伝子実験

や動物実験に関わる法令や研究倫理に関し

ての理解を深める。その結果として、必修

科目である「特別研究Ⅰ」と選択科目であ

る「特別研究Ⅱa」または「特別研究Ⅱb」に

よって実際の研究を進める。 

 臨床工学コースにおいては４年次の「特

別研究Ⅰ」に先立ち、３年次前期に「ゼミナ
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ールⅠ」 （１単位）、後期に「ゼミナールⅡ」

（１単位）を開講し、 「特別研究Ⅰ」の準備

として、入門的な課題やワークに取り組み、

基本的な知識・技術や、プレゼンテーショ

ン能力（他者が理解できるように説明する

能力）・コミュニケーション能力（他者の発

表内容を理解する能力）を養う。 

 このように「特別研究Ⅰ」に向けた導入

科目を両コースの特性に合わせて配置する

ことで研究活動の教育効果が向上し、医療

技術者として積極的に根拠に基づく医療に

関わることができる人材の育成が可能な

る。 

 

 

 

  



 

審査意見（６月）（本文）-39 

（是正事項）生命科学部 医療技術学科 

 

 

（対応） 

入学時にコースを未選択の学生と既にコース選択が終了している学生が混在する状況は

学生にもわかりにくく、また審査意見で指摘されたとおり入学者選抜の設定が困難である

と考えられる。 

審査意見２（３）をふまえ、２つのコース選択の時期は 1年次前期末とし、入学後に学生

の希望を確認し半年間履修指導を行ってコースのミスマッチを防ぐ計画である。具体的に

は、入学後の学科オリエンテーションで臨床検査技師・臨床工学技士の職務と国家試験受験

資格に必要な要件について詳細に説明し、その上で本学科のコース選択の方法と履修人数

について示す。その後、学生本人とチューターが面談し、コース希望の確認と履修指導を行

う。必要な学生には 1年次前期末のコース選択直前にもチューターの面談を実施し、コース

希望の最終確認を行う。 

審査意見１（３）において、本学科に入学するために「医療技術学を学ぶ意欲」が重要だ

と考え、文系を含め学ぶ意欲を強く有する学生が入学しやすい学科とするため、アドミッシ

ョン・ポリシーの「生命科学を学ぶために必要な知識・技能をもち、教育を受けるために必

要なコミュニケーション技能を身につけている」から「医療技術学を学ぶ強い意欲をもち、

教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技能を身につけている」と改

め、本学科で教育を受けるために必要な基礎的な能力を示すために、「生物学、化学、物理

学、英語、数学、国語のうち、いずれかの科目」を高校卒業までに学ぶことを重視する。こ

のことを明確にするため、「学んできてほしいこと」として「興味ある分野に関連する科目

３．審査意見１（３）のとおり、アドミッション・ポリシーが判然としないため、選抜

方法の妥当性も判断できないが、例えば「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」の p.18

「③コース選択の時期と履修指導」において、「医療技術学科は入学時より臨床検査学コ

ースと臨床工学コースに分かれスタートする学生と入学時にはコースを未選択で入学後

１年次前期の内にどちらのコースを希望するかを決めて、１年次後期からコースに所属

して学修する学生で構成する」と説明しているように、入学時には希望するコースを決

めている学生とそうではない学生が混在しているものと見受けられる。しかしながら、

一般選抜では「志望分野を学ぶ上で必要な知識・技能、思考力・判断力・表現力を評価

する」とされているなど、志望分野を選択していることが前提であるかのような評価基

準が示されており、志望分野の希望有無を踏まえてどのように公平・公正に評価・判定

するのか判然としないことから、適切な選抜方法が設定されているか疑義がある。この

ため、関連する意見への対応を踏まえ、本学科のコース選択の時期の考え方との関係性

を明らかにしつつ、アドミッション・ポリシーに基づいた適切な選抜方法であることを

明確に説明するとともに、必要に応じて適切に改めること。 
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（生物学、化学、物理学など）のうち、いずれかの科目を学修しておくこと」から「生物学、

化学、物理学、英語、数学、国語のうち、いずれかの科目を学修しておくこと」に改める。 

 

一方で、理系科目（生物学、化学、物理学）の学びが十分でないまま入学する学生が出て

くる可能性もあるため、本学が整備している以下の学習サポート体制を有効に活用して対

理する。 

基礎的な数理能力などを確認する入学前学習プログラムを大学として用意しており、本

学科の合格者にも受講を勧める。また、入学時に実施する学力調査に基づいて必要な学生に

は卒業単位外の科目として開講するリメディアル講座（数学、物理、化学、数的理理）を受

講させ、高校課程の学習から復習させることができる。 

また、１年次に開講する学部共通科目の「生命科学のための生物学」「生命科学のための

化学」「生命科学のための物理学」においても、生命科学を学ぶために必要な各科目の基礎

的知識を理解することができる。さらに個別指導として、学習支援センターにおいて理科、

数学の学習相談や基礎的学習の支援を行う。本学科の教員が担当するチューターからの履

修指導も含め、個々の学生に対する総合的な学習支援を行う計画である。 

 

審査意見１（３）をふまえ、各入学者選抜の評価基準において、志望分野を選択してい

ることを前提として評価基準が示されていた。すなわち「志望する専門分野を学ぶ上で必

要な能力を評価する」という内容が一部の入学者選抜に記載されていたが、このままでは

希望する専門分野（コース）が決まっていない受験生が不利になる可能性があるため、以

下のとおり各入学者選抜方法を改める。 

 

①総合型選抜 

 総合型選抜は、アドミッション・ポリシーの「医療技術学を学ぶ強い意欲をもち、教育

を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技能を身につけている」を調査

書及び基礎的な試問を含む面接、アドミッション・ポリシーの「生命科学の真理探究に強

い関心をもち、論理的に考えることを通して主体的及び協働的に学修できる」を調査書、

課題及び基礎的な試問を含む面接、アドミッション・ポリシーの「医療技術学を学ぶ強い

意欲をもち、教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技能を身につ

けている」を課題及び基礎的な試問を含む面接によって多面的かつ総合的に評価すること

で入学者を選抜する。 

②学校推薦型選抜（特別推薦入試） 

 学校推薦型選抜（特別推薦入試）は、アドミッション・ポリシーの「医療技術学を学ぶ

強い意欲をもち、教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技能を身

につけている」を推薦書・調査書、基礎的な試問及び面接、アドミッション・ポリシーの

「生命科学の真理探究に強い関心をもち、論理的に考えることを通して主体的及び協働的
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に学修できる」を推薦書・調査書、基礎的な試問及び面接、アドミッション・ポリシーの

「医療技術学を学ぶ強い意欲をもち、教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニ

ケーション技能を身につけている」を面接によって多面的かつ総合的に評価することで入

学者を選抜する。 

③学校推薦型選抜（推薦入試） 

 学校推薦型選抜（推薦入試）は、アドミッション・ポリシーの「医療技術学を学ぶ強い

意欲をもち、教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技能を身につ

けている」を調査書及び基礎的な試問、アドミッション・ポリシーの「生命科学の真理探

究に強い関心をもち、論理的に考えることを通して主体的及び協働的に学修できる」を調

査書及び基礎的な試問によって評価することで入学者を選抜する。 

④一般選抜（一般入試） 

 一般選抜（一般入試）は、アドミッション・ポリシーの「医療技術学を学ぶ強い意欲を

もち、教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技能を身につけてい

る」を学力検査、アドミッション・ポリシーの「生命科学の真理探究に強い関心をもち、

論理的に考えることを通して主体的及び協働的に学修できる」を学力検査によって評価す

ることで入学者を選抜する。 

⑤一般選抜（共通テスト利用入試） 

 一般選抜（共通テスト利用入試）は、アドミッション・ポリシーの「医療技術学を学ぶ

強い意欲をもち、教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技能を身

につけている」を大学入試共通テスト、アドミッション・ポリシーの「生命科学の真理探

究に強い関心をもち、論理的に考えることを通して主体的及び協働的に学修できる」を大

学入試共通テストによって評価することで入学者を選抜する。 

⑥特別入学者選抜（留学生入試） 

 特別入学者選抜（留学生入試）は、アドミッション・ポリシーの「医療技術学を学ぶ強

い意欲をもち、教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技能を身に

つけている」を書類審査、試問及び面接、アドミッション・ポリシーの「生命科学の真理

探究に強い関心をもち、論理的に考えることを通して主体的及び協働的に学修できる」を

書類審査、試問及び面接、アドミッション・ポリシーの「医療技術学を学ぶ強い意欲をも

ち、教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技能を身につけてい

る」を面接によって多面的かつ総合的に評価することで入学者を選抜する。 

⑦特別入学者選抜（帰国生徒入試） 

 特別入学者選抜（帰国生徒入試）は、アドミッション・ポリシーの「医療技術学を学ぶ

強い意欲をもち、教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技能を身

につけている」を経歴書等、面接及び試問、アドミッション・ポリシーの「生命科学の真

理探究に強い関心をもち、論理的に考えることを通して主体的及び協働的に学修できる」

を経歴書等、課題、面接及び試問、アドミッション・ポリシーの「医療技術学を学ぶ強い
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意欲をもち、教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技能を身につ

けている」を課題及び面接によって多面的かつ総合的に評価することで入学者を選抜す

る。 

⑧特別入学者選抜（社会人入試） 

 特別入学者選抜（社会人入試）は、アドミッション・ポリシーの「医療技術学を学ぶ強

い意欲をもち、教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技能を身に

つけている」を経歴書等、試問及び面接、アドミッション・ポリシーの「生命科学の真理

探究に強い関心をもち、論理的に考えることを通して主体的及び協働的に学修できる」を

経歴書等、課題、試問及び面接、アドミッション・ポリシーの「医療技術学を学ぶ強い意

欲をもち、教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技能を身につけ

ている」を課題及び面接によって多面的かつ総合的に評価することで入学者を選抜する。 

⑨特別入学者選抜（国際バカロレア入試） 

 特別入学者選抜（国際バカロレア入試）は、アドミッション・ポリシーの「医療技術学

を学ぶ強い意欲をもち、教育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技

能を身につけている」を試問及び面接、アドミッション・ポリシーの「生命科学の真理探

究に強い関心をもち、論理的に考えることを通して主体的及び協働的に学修できる」を課

題、試問及び面接、アドミッション・ポリシーの「医療技術学を学ぶ強い意欲をもち、教

育を受けるために必要な基礎的な知識・コミュニケーション技能を身につけている」を課

題及び面接によって多面的かつ総合的に評価することで入学者を選抜する。 

 以上の各入学者選抜方法とアドミッション・ポリシーとの関係を次ページの表にまとめ

た。 
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 各入学者選抜方法とアドミッション・ポリシーとの関係 

入試種別 選抜方法 
アドミッション・ポリシー 

医療技術学を学ぶ

強い意欲をもち、

教育を受けるため

に必要な基礎的な

知識・コミュニケ

ーション技能を身

につけている 

生命科学の真理

探究に強い関心

をもち、論理的

に考えることを

通して主体的及

び協働的に学修

できる 

医学・医療に関

心が強く、将来

この分野で活躍

したいと考えて

いる 

総合型選抜 調査書 ◎ 〇  

課題  〇 ◎ 

基礎的な試問を含む

面接 

〇 ◎ 〇 

学校推薦型選抜（特別推薦入試） 推薦書・調査書 ◎ 〇  

基礎的な試問 〇 ◎  

面接 〇 〇 ◎ 

学校推薦型選抜（推薦入試） 調査書 ◎ 〇  

基礎的な試問 〇 ◎  

一般選抜（一般入試） 学力検査 ◎ 〇  

一般選抜（共通テスト利用入試） 大学入学共通テスト ◎ 〇  

特別入学者選抜（留学生入試） 書類審査 ◎ 〇  

試問 〇 ◎  

面接 〇 〇 ◎ 

特別入学者選抜（帰国生徒入試） 経歴書等 ◎ 〇  

課題  〇 ◎ 

面接 〇 〇 ◎ 

試問 〇 ◎  

特別入学者選抜（社会人入試） 経歴書等 ◎ 〇  

課題  〇 ◎ 

試問 〇 ◎  

面接 〇 〇 ◎ 

特別入学者選抜（国際バカロレア入試） 課題  〇 ◎ 

試問 〇 ◎  

面接 〇 〇 ◎ 

◎特に重視する要素／〇重視する要素 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（33ページ） 

新 旧 

２．入学者選抜の基本方針 

①総合型選抜 

総合型選抜では、高等学校の調査書、基

礎資料（共通課題、学科課題）、基礎的な試

問を含む個人面接等により、医療技術学を

学ぶ強い意欲、生命科学・医学・医療への関

心及び適性、コミュニケーション技能・協

調性を、主に次の事項を中心に多面的かつ

総合的に評価する。 

２．入学者選抜の基本方針 

①総合型選抜 

総合型選抜では、高等学校の調査書、基

礎資料（共通課題、学科課題）、基礎的な試

問を含む個人面接等により、ＡＰに定める

志望する専門分野を学ぶ上で必要な能力、

意欲・関心及び適性、コミュニケーション

技能・協調性を、主に次の事項を中心に多

面的かつ総合的に評価する。 

１）医療技術学を学ぶ意欲と、生命科学及

び医学・医療への興味や探究心を評価

する。 

２）主体性をもって多様な人々と協働して

学習する態度を評価する。 

３）高等学校で修得した基礎的な知識・技

能と、それらを活用し自ら課題を発見・

探究・解決し、その成果の表現に必要

な思考力・判断力・表現力を評価する。 

１）勉学に対する意欲と、生命科学および

医療技術分野への興味や探究心を評価

する。 

２）主体性をもって多様な人々と協働して

学習する態度を評価する。 

３）高等学校で修得した基礎的な知識・技

能と、それらを活用し自ら課題を発見・

探究・解決し、その成果の表現に必要

な思考力・判断力・表現力を評価する。 

②学校推薦型選抜（特別推薦入試） 

 学校推薦型選抜（特別推薦入試）では、高

等学校の推薦書・調査書、基礎的な試問及

び面接等により、医療技術学を学ぶ強い意

欲、生命科学・医学・医療への関心、コミュ

ニケーション技能、表現力及び高等学校で

の学習の成果を、主に次の事項を中心に多

面的かつ総合的に評価する。 

②学校推薦型選抜（特別推薦入試） 

 学校推薦型選抜（特別推薦入試）では、高

等学校の推薦書・調査書、基礎的な試問及

び面接等により、ＡＰに定める志望する専

門分野に対する学修への意欲・関心、コミ

ュニケーション技能、表現力及び高等学校

での学習の成果を、主に次の事項を中心に

多面的かつ総合的に評価する。 

１）医療技術学を学ぶ意欲と、生命科学及

び医学・医療への興味や探究心を評価

する。 

２）主体性をもって多様な人々と協働して

学習する態度と、自ら課題を発見・探

究・解決し、その成果の表現に必要な

思考力・判断力・表現力を評価する。 

３）高等学校で修得した基本的な知識・技

１）勉学に対する意欲と、生命科学および

医療技術分野への興味や探究心を評価

する。 

２）主体性をもって多様な人々と協働して

学習する態度と、自ら課題を発見・探

究・解決し、その成果の表現に必要な

思考力・判断力・表現力を評価する。 

３）高等学校で修得した基本的な知識・技
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能の成績を重視した評価を行う。 能の成績を重視した評価を行う。 

③学校推薦型選抜（推薦入試） 

 学校推薦型選抜（推薦入試）では、高等学

校の調査書により高等学校で修得した知

識・技能を評価し、基礎的な試問により医

療技術学を学ぶための基本的な知識・技能

を評価する。 

③学校推薦型選抜（推薦入試） 

 学校推薦型選抜（推薦入試）では、高等学

校の調査書により高等学校で修得した知

識・技能を評価し、基礎的な試問によりＡ

Ｐに定める志望する専門分野の基本的な知

識・技能の理解度を評価する。 

④一般選抜（一般入試） 

 一般選抜（一般入試）では、学力検査（記

述式問題を含む）により、医療技術学を学

ぶ上で必要な知識・技能、思考力・判断力・

表現力を評価する。 

④一般選抜（一般入試） 

 一般選抜（一般入試）では、学力検査（記

述式問題を含む）により、ＡＰに定める志

望分野を学ぶ上で必要な知識・技能、思考

力・判断力・表現力を評価する。 

⑤一般選抜（共通テスト利用入試） 

 一般選抜（共通テスト利用入試）では、大

学入学共通テストの成績により、医療技術

学を学ぶ上で必要な知識・技能、思考力・判

断力・表現力を評価する。 

⑤一般選抜（共通テスト利用入試） 

 一般選抜（共通テスト利用入試）では、大

学入学共通テストの成績により、ＡＰに定

める志望する専門分野に必要な知識・技能

及び思考力・判断力・表現力を評価する。 

⑥特別入学者選抜（留学生入試） 

 特別入学者選抜（留学生入試）では、書類

審査、試問及び面接により、医療技術学を

学ぶ意欲、生命科学・医学・医療への関心及

び適性 （日本語の能力を含む）を、主に次の

事項を中心に多面的かつ総合的に評価す

る。 

⑥特別入学者選抜（留学生入試） 

 特別入学者選抜（留学生入試）では、書類

審査、試問及び面接により、ＡＰに定める

志望する専門分野を学ぶ上で必要な能力

（日本語の能力を含む）、意欲及び適性を、

主に次の事項を中心に多面的かつ総合的に

評価する。 

１）医療技術学を学ぶ意欲と、生命科学及

び医学・医療への興味や探究心を評価

する。 

２）主体性をもって多様な人々と協働して

学習する態度と、自ら課題を発見・探

究・解決し、その成果の表現に必要な

思考力・判断力・表現力を評価する。 

３）日本語の能力及び高等学校程度の基礎

的な知識・技能を評価する。 

１）勉学に対する意欲と、生命科学ならび

に医療技術分野への興味や探究心を評

価する。 

２）主体性をもって多様な人々と協働して

学習する態度と、自ら課題を発見・探

究・解決し、その成果の表現に必要な

思考力・判断力・表現力を評価する。 

３）日本語の能力及び高等学校程度の基礎

的な知識・技能を評価する。 

⑦特別入学者選抜（帰国生徒入試） 

 特別入学者選抜（帰国生徒入試）では、経

歴書等の提出書類、基礎資料（共通課題）、

⑦特別入学者選抜（帰国生徒入試） 

 特別入学者選抜（帰国生徒入試）では、経

歴書等の提出書類、基礎資料（共通課題）、
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面接、試問により、医療技術学を学ぶ強い

意欲、生命科学・医学・医療への関心及び適

性を、主に次の事項を中心に多面的かつ総

合的に評価する。 

面接、試問により、ＡＰに定める志望する

専門分野を学ぶ上で必要な能力、意欲及び

適性を、主に次の事項を中心に多面的かつ

総合的に評価する。 

１）医療技術学を学ぶ意欲と、生命科学及

び医学・医療への興味や探究心を評価

する。 

２）主体性をもって多様な人々と協働して

学習する態度と、自ら課題を発見・探

究・解決し、その成果の表現に必要な

思考力・判断力・表現力を評価する。 

３）高等学校程度の基礎的な知識・技能を

評価する。 

１）勉学に対する意欲と、生命科学への興

味や探究心を評価する。 

 

２）主体性をもって多様な人々と協働して

学習する態度と、自ら課題を発見・探

究・解決し、その成果の表現に必要な

思考力・判断力・表現力を評価する。 

３）高等学校程度の基礎的な知識・技能を

評価する。 

⑧特別入学者選抜（社会人入試） 

 特別入学者選抜（社会人入試）では、経歴

書等の提出書類、基礎資料（共通課題）、試

問及び面接により、医療技術学を学ぶ強い

意欲、生命科学・医学・医療への関心及び適

性を、主に次の事項を中心に多面的かつ総

合的に評価する。 

⑧特別入学者選抜（社会人入試） 

 特別入学者選抜（社会人入試）では、経歴

書等の提出書類、基礎資料（共通課題）、試

問及び面接により、ＡＰに定める志望する

専門分野を学ぶ上で必要な能力、意欲及び

適性を、主に次の事項を中心に多面的かつ

総合的に評価する。 

１）医療技術学を学ぶ意欲と、生命科学及

び医学・医療への興味や探究心を評価

する。 

２）主体性をもって多様な人々と協働して

学習する態度を評価する。 

３）基本的な知識・技能を活用し、自ら課題

を発見・探究・解決し、その成果を表現

するのに必要な思考力・判断力・表現力

を評価する。 

１）勉学に対する意欲と、生命科学ならび

に医療技術分野への興味や探究心を評

価する。 

２）主体性をもって多様な人々と協働して

学習する態度を評価する。 

３）基本的な知識・技能を活用し、自ら課題

を発見・探究・解決し、その成果を表現

するのに必要な思考力・判断力・表現力

を評価する。 

⑨特別入学者選抜（国際バカロレア入試） 

 特別入学者選抜（国際バカロレア入試）

では、基礎資料（共通課題等）、試問及び面

⑨特別入学者選抜（国際バカロレア入試） 

 特別入学者選抜（国際バカロレア入試）

では、基礎資料（共通課題等）、試問及び面
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接により、医療技術学を学ぶ強い意欲、生

命科学・医学・医療への関心及び適性を、主

に次の事項を中心に多面的かつ総合的に評

価する。 

接により、ＡＰに定める志望する専門分野

を学ぶ上で必要な能力、意欲及び適性を、

主に次の事項を中心に多面的かつ総合的に

評価する。 

１）医療技術学を学ぶ意欲と、生命科学及

び医学・医療への興味や探究心を評価

する。 

２）主体性をもって多様な人々と協働して

学習する態度を評価する。 

３）基本的な知識・技能を活用し、自ら課題

を発見・探究・解決し、その成果を表現

するのに必要な思考力・判断力・表現力

を評価する。 

１）勉学に対する意欲と、生命科学ならび

に医療技術分野への興味や探究心を評

価する。 

２）主体性をもって多様な人々と協働して

学習する態度を評価する。 

３）基本的な知識・技能を活用し、自ら課題

を発見・探究・解決し、その成果を表現

するのに必要な思考力・判断力・表現力

を評価する。 
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（是正事項）生命科学部 医療技術学科 

 

 

（対応） 

 教員資格審査において、「免疫検査学実習」の教授１名、「情報科学概論」の教授１名、

「生化学」「生化学検査学」「生化学検査学実習」の准教授１名、「臨床支援技術学」の講

師２名が不可（関連する業績が不足）であった。主要授業科目の３科目「情報科学概論」

「生化学」「生化学検査学」と「生化学検査学実習」については、他の基幹教員が新たに

担当することとした。主要授業科目ではない「免疫検査学実習」については、３月に申請

したその他の教員が担当することとした。主要授業科目の「臨床支援技術学」について

は、他の基幹教員（教授２名）が新たに担当することと不可の判定となった基幹教員の計

４名でオムニバス形式として再判定を受けることとした。 

 また、「臨地実習Ⅲ」の教授１名が保留（科目内容が不明瞭）の判定であった。科目内

容を明確に記載し再判定を受けることとした。 

 

免疫検査学実習 

審査結果 授業科目担当不可 教授１名 

対  応 主要授業科目でないことから、適任者である二見翠准教授（その他の教員）

が新たに担当する。 

 

情報科学概論 

審査結果 授業科目担当不可 教授１名 

対  応 堀純也教授が新たに担当する。 

 

臨地実習Ⅲ 

審査結果 授業科目担当保留 教授１名 

対  応 科目内容を明確に記載し橋川成美教授が再判定を受ける。 

 

生化学 

審査結果 授業科目担当不可 准教授１名 

対  応 片岡健教授が新たに担当する。 

４．教員資格審査において、「不可」や「保留」、「適格な職位・区分であれば可」となっ

た授業科目について、当該授業科目を担当する教員を基幹教員以外の教員で補充する場

合には、主要授業科目は原則として基幹教員が担当することとなっていることを踏まえ、

当該授業科目の教育課程における位置付け等を明確にした上で、当該教員を後任として

補充することの妥当性について説明すること。 
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生化学検査学 

審査結果 授業科目担当不可 准教授１名 

対  応 富安聡講師が新たに担当する。 

 

生化学検査学実習 

審査結果 授業科目担当不可 准教授１名 

対  応 富安聡講師が新たに担当する。 

 

臨床支援技術学 

審査結果 授業科目担当不可 講師２名 

対  応 木場崇剛教授、松木範明教授、淺原（石井）佳江講師、松宮潔講師の４名が

オムニバス形式で担当する。 

 

 

（新旧対照表）基本計画書（16 ページ） 

新 旧 

教育課程等の概要 

 生化学 教授１ 

 生化学検査学 講師１ 

 生化学検査学実習 講師１ 

 免疫検査学実習 教授０ 准教授１ 基

幹教員以外の教員（助手を除く）２ 

 臨床支援技術学 教授２ 講師２ 

 

教育課程等の概要 

 生化学 准教授１ 

 生化学検査学 准教授１ 

 生化学検査学実習 准教授１ 

 免疫検査学実習 教授１ 准教授１ 基

幹教員以外の教員（助手を除く）１ 

 臨床支援技術学 講師２ 
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（是正事項）生命科学部 医療技術学科 

 

 

（対応） 

  「学生の確保の見通し等を記載した書類（本文）」の p.14 において、川崎医療福祉大学及

び倉敷芸術科学大学を競合校として選定したが、国家試験合格率を基準に選定したわけで

はなく、所在地の類似性の観点から、競合他大学を選定した。中四国地区、さらには九州沖

縄地区を本学科の募集地域に設定しているが、表 9 のとおり令和 5 年度の「理学部臨床生

命科学科＋工学部生命医療工学科」の入学者の約 40％は岡山県出身である。また卒業生の

病院等の就職先も岡山県内が中心となるため、所在地の類似性が競合他大学を設定する上

で重要な要素であると判断した。従って表 17 の中で岡山県内に所在する臨床検査技師、臨

床工学技士国家試験受験資格の得られる私立大学として、倉敷芸術科学大学 生命科学部 

生命医科学科、並びに川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床検査学科及び臨床工学科を競

合他大学に設定した。また募集地域に関しても、以上の理由から岡山県を中心とした中四国

地区が主要であることには変わりない。 

前身の理学部臨床生命科学科においては、「臨床科学コース（臨床検査技師受験資格取得

を目指す）」と「基礎医科学コース（医学の基礎知識を学び幅広い分野で活躍する人材を目

指す）」の 2 コース制から、令和 4（2022）年度より「臨床検査学コース」のみとし臨床検

査技師受験資格取得を目指す学科とした。同様に工学部生命医療工学科も、「生体工学コー

ス（医療機器、人工臓器の開発）」、「臨床工学コース（臨床工学技士受験資格取得）」、「再生

医療コース（分子生物学・生命工学・細胞操作技術などを中心とした再生医療工学を学習）」

の 3コース制から、令和 4 （2022）年度より「臨床工学コース」のみとし臨床工学技士受験

資格取得を目指す学科とした。こうした大きな変更にもかかわらず、学科名を旧来のまま変

５．「学生の確保の見通し等を記載した書類（本文）」の p.14 において、川崎医療福祉大

学及び倉敷芸術科学大学を競合校として選定した理由として「国家試験合格率も隣接」

している点を挙げているが、表 18によれば本学科改組前の「理学部臨床生命科学科」の

国家試験合格率は「82.6％」であり、川崎医療福祉大学の「88.9％」及び倉敷芸術科学

大学の「91.1％」と比較すると、臨床検査技師の合格率は隣接ではなく低い状況と見受

けられる。このような状況の中、同書類 p.７では、本学科の特色として「医療系資格の

取得を目指す学科に特化した」ことを挙げ、改組前の「理学部臨床生命科学科」の定員

未充足の要因の一つであった「臨床検査技師資格取得を目指すことに特化したことを伝

えきれていないという原因分析に対しても、今回の改組は改善を見込む」と説明してい

る。しかしながら、審査意見２（２）のとおり、どのように「特化」する計画なのか判

然としないことから、学生確保の見通しに係る分析の妥当性について疑義がある。この

ため、審査意見２（２）への対応を踏まえ、学生確保の見通しという観点から、「今回の

改組は改善を見込む」ことができることを、具体的に説明すること。 
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更しなかったため、多くの受験者にその変化に気づいてもらえなかった。今回の改組では、

学科名称を医療技術学科とし、臨床検査学コースと臨床工学コースの２コース制とするこ

とで、医療系の資格取得をめざす学科であることを受験者に広く知らしめるものと考える。 

医療系資格の取得を目指す学科として教育課程の編成を検討した結果、専門教育科目か

ら基盤的な情報科目である「情報リテラシー」「コンピュータ演習」「情報理理工学」「情報

科学概論」を基盤教育科目の 「科学技術系科目」に、また法律に関する 「関係法規」を基盤

教育科目の 「人間・社会科学系科目」に移動し、卒業要件における基盤教育科目の取得単位

数を 26 単位以上に変更する。 

また、審査意見２（１）及びディプロマ・ポリシーの「 （Ａ）知識・理解 生物学と化学

を基盤とした臨床検査学あるいは生物学と物理学を基盤とした臨床工学の知識を身につけ

る」ことを踏まえ、臨床検査学コースの学生に工学系科目を履修できるよう臨床工学コース

専門科目から「生体物性工学」「医用材料工学」を共通専門科目に移動する。同様に臨床工

学コースの学生に理学系科目を履修できるよう臨床検査学コース専門科目から「栄養学」

「生生物学」「再生医療移植学」「検査総合管理学」を共通専門科目へ移動する。 

さらに、当初「特別研究Ⅰ」を履修した後、「特別研究Ⅱa」又は「特別研究Ⅱb」を履修

することとしていたが、審査意見２（４）及びディプロマ・ポリシーの 「（Ｂ）思考・判断・

表現 EBM（根拠に基づく医療）を実践するために必要な情報を収集し、整理することがで

きる」「（Ｃ）関心・意欲・態度 医療人に必要なサイエンスマインドと自主的学修の習慣を

身につける」ことを踏まえ、資格取得を目指す教育課程の編成とするため、「特別研究Ⅰ （４

単位）４年次前期」を「特別研究（２単位）４年次前期」に改め、「特別研究Ⅱa」「特別研

究Ⅱb」を削除する。４年次後期には医療現場における臨床検査技師・臨床工学技士養成に

おける実習の総仕上げとして臨地実習・臨床実習を実施し、特別研究は前期のみの実施とす

る。この専門教育科目の単位数減少に伴い、卒業要件における専門教育科目の取得単位数を

76 単位以上に変更する。 

特別研究の単位数減少により主に実験を実施する研究時間は減少することになるが、特

別研究の目的はディプロマ・ポリシーの「Ｂ．思考・判断・表現 EBM （根拠に基づく医療）

を実践するために必要な情報を収集し、整理することができる」と「Ｃ．関心・意欲・態度 

医療人に必要なサイエンスマインドと自主的学修の習慣を身につけている」であり、実験の

実施と比較して研究課題の設定、関連する文献調査、研究方法の設定を重視しているので、

単位数を減少しても授業目的は達成可能である。さらに特別研究の準備科目として３年次

で「医科学研究論」（臨床検査学コース）と「ゼミナール」（臨床工学コース）を履修させる

ため、特別研究と関連するディプロマ・ポリシーの「（Ｂ）思考・判断・表現 EBM （根拠に

基づく医療）を実践するために必要な情報を収集し、整理することができる」こと、「（Ｃ）

関心・意欲・態度 医療人に必要なサイエンスマインドと自主的学修の習慣を身につける」

ことについても達成が可能である。以上の教育課程の編成見直しにより、本学の卒業要件
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124 単位でディプロマ・ポリシーに基づく教育と、臨床検査技師あるいは臨床工学技士の資

格取得を可能とする。 

このように、卒業要件を充足すると同時に臨床検査技師又は臨床工学技士国家試験の受

験資格を得ることが可能な教育課程を編成し、資格取得に特化した学科を実現させる。この

ことを“認知されやすい学科名称”とともに広く社会にアピールし、より多くの学生の確

保に繋げていく計画である。 

この新たな教育課程に基づき、「医療技術学科は、生命科学の基礎を学び、生物学と化学

あるいは生物学と物理学を基盤とした確かな学問的能力を形成し、実践的な学問として臨

床検査学あるいは臨床工学を体系的に学ぶことで、EBM（根拠に基づく医療）を理解し実践

する力を培い、さらに自主的学修を習慣として身につけることで、医療人としての誇りを醸

成し卒業後も研鑽を重ねて生涯学び続けることができる人材」を養成する履修モデルを【資

料４】に示す。 

また、本学科では正課内の専門科目に加えて正課外の学習システムを活用して学生の資

格取得を支援する。具体的には国家試験合格率の向上を目的としたオンライン学習用の CBT

（Computer- Based Testing）を導入し、各学生の CBT による模擬試験の成績をリアルタイ

ムに把握し、教員の学習指導に繋げるようにする。さらに臨地実習・臨床実習などの医療機

関での学修に必要な医療技術に関する総合的な理解と基本的な手技を学生が自主的に身に

つけることができるように、臨床検査学・臨床工学の基礎的な医療機器とシミュレータ等を

整備したスキルラボを設置する。このスキルラボに整備した機器は医療技術学科の学生が

自由に使用できるため、例えば超音波診断装置を使用する実習の前に基本的な使用方法を

予習し、実習後には十分習得できなかった手技についてはファントム（シミュレータ）を用

いて復習することができる。さらに国家試験問題を解いていてイメージしづらい問題に遭

遇した場合も、直接臨床検査や臨床工学に関連する機器・器具を手に取ることで簡単に理解

することが可能となる。以上のように、資格取得に特化した支援を充実させることで、国家

試験合格率をさらに上昇させ、ひいては学生確保の改善につなげていく。 

 

 

（新旧対照表）学生の確保の見通し等を記載した書類（14ページ） 

新 旧 

（３）学生確保の見通し 

②競合校の状況分析（立地条件、養成人材、

教育内容と方法の類似性と定員充足状況） 

ア 競合校の選定理由と新設組織との比較

分析，優位性 

 

（略） 

（３）学生確保の見通し 

②競合校の状況分析（立地条件、養成人材、

教育内容と方法の類似性と定員充足状況） 

ア 競合校の選定理由と新設組織との比較

分析，優位性 

 

（略） 
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 さらに就職支援の内容などを総合的に勘

案し、 （表 17）の中で川崎医療福祉大学 医

療技術学部 臨床検査学科及び臨床工学科

並びに倉敷芸術科学大学 生命科学部 生命

医科学科を競合他大学として選定する。そ

の理由として、両大学とも岡山県に設置さ

れている点、偏差値、国家試験合格率も隣

接（表 18）している点が挙げられる。 

所在地の類似性の観点から、競合他大学

を選定した。中四国地区、さらには九州沖

縄地区を本学科の募集地域に設定している

が、表 9 のとおり令和 5 年度の「臨床生命

科学科＋生命医療工学科」の入学者の約

40％は岡山県出身である。また卒業生の病

院等の就職先も岡山県内が中心となるた

め、所在地の類似性が競合他大学を設定す

る上で重要な要素であると判断した。従っ

て表 17 の中で岡山県内に所在する臨床検

査技師、臨床工学技士国家試験受験資格の

得られる私立大学として、倉敷芸術科学大

学 生命科学部 生命医科学科、並びに川崎

医療福祉大学 医療技術学部 臨床検査学科

及び臨床工学科を競合他大学に設定した。 

 

この競合他大学と比較し、本学科は、初

年度納付金を 1,530,000 円と川崎医療福祉

大学、倉敷芸術科学大学の 1,785,000 円と

比較し、安価に設定している。また、前述の

ように理学、工学、医学などの連携が強く

求められている医療技術分野において、サ

イエンスマインドあふれる医療技術者を養

成する環境として、理学部、工学部をはじ

め 8学部 20 学科を展開する本学は、差別化

とともに優位性を有するといえる。 

この競合他大学と比較し、本学科は、初

年度納付金を 1,530,000 円と川崎医療福祉

大学、倉敷芸術科学大学の 1,785,000 円と

比較し、安価に設定している。また、前述の

ように理学、工学、医学などの連携が強く

求められている医療技術分野において、サ

イエンスマインドあふれる医療技術者を養

成する環境として、理学部、工学部をはじ

め 8学部 20 学科を展開する本学は、差別化

とともに大きな優位性を有するといえる。 

 （表 18）競合他大学との偏差値の比較 
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